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管  第 2 4 3 号 

建 技 第 4 5 7 号 

令和 7年 1月 23日 

部内各所属長 殿 

管 理 課 長 

建設技術企画課長 

現場代理人等の適正な配置の徹底及び施工体制台帳の写し等提出時の確認事項の 

一部改定について 

 このことについて、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律の一部を改正する法律の一部の施行について（通知）（令和６年12月 13日付け 国不

建第 148 号）」及び「監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認方法（令和６年

12 月２日付け 国不建第 120 号）」の施行に伴い、下記のとおり改定したので通知しま

す。 

 なお、「現場代理人等の適正な配置の徹底について（改正）（平成30年７月３日付け 管

第91号 建技第73号）」及び「施工体制台帳の写し等提出時の確認事項について（改正）

（平成17年８月17日付け 事務連絡）」は、廃止します。 

記 

１ 改定内容 

別添のとおり 

１ 現場代理人等の適正な配置の徹底について 

２ 施工体制台帳の写し等提出時の確認事項について 

２ 適用開始日 

令和７年２月１日以降に入札の公告を行う工事から適用する。 

３ その他 

工事現場に置く技術者の適正な設置にあたっては、最新の「監理技術者制度運用マニ 

ュアル」及び「建設業者のための建設業法」を確認するものとする。 

【監理技術者制度マニュアル URL】 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html 

【建設業者のための建設業法 URL】 

https://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/index.html

（事務担当） 

管理課 入札・契約係 

建設技術企画課 技術指導係 

建設業係 
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現場代理人等の適正な配置の徹底について  

 
現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者（以下「現場代

理人等」という。）（別紙１参照）の配置状況の確認について、以下のとおりとする。 

 
１ 発注者支援データベースシステム等（ＪＣＩＳ又はＣＯＲＩＮＳ。以下「システム」

という。）（別紙２参照）導入所属における確認方法  
請負者から現場代理人等届が提出された際に、当該工事の担当職員がシステムを使っ

て現場代理人等の在籍確認、資格確認及び現場専任確認を行う（別紙３参照）。  
システムで確認できない場合は、システム未導入所属と同様の確認方法をとるものと

する。  
 
２ システム未導入所属における確認方法  

システム未導入所属においては、次のとおり確認するものとする。  
(1) 現場代理人等の在籍確認 

次のいずれかの書類の写しの提出を請負者に求める。 

ア 監理技術者資格者証 

イ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書 

ウ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書 

エ 所属会社の雇用証明書 

オ これらに準ずる資料 

(2) 主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者の資格確認 

次の書類の写しの提出を請負者に求める。 

ア 主任技術者、専門技術者にあっては技術検定合格証明書又はこれに代わる書類 

イ 監理技術者にあっては監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証（平成 28 年

6 月 1 日以降に講習を修了した者については監理技術者資格者証（表裏両面）） 

ウ 監理技術者補佐にあっては監理技術者補佐の資格を証明する書類（建設業法に定

める技術検定の合格証明書の写し等） 

 
３ 事業管理システムによる現場専任確認  

１又は２の方法により確認した後、富山県建設工事総合管理システム（現場代理人等

入力：GB04400）において、現場代理人及び技術者の氏名を入力し、出力された帳票に

より、土木部及び農林水産部の既発注工事に配置されている現場代理人及び技術者と重

複していないかを確認する。  
 

４ 現場代理人等が営業所技術者又は特定営業所技術者（以下「営業所技術者等」という。）

でないことの確認 

  現場代理人等が営業所技術者等でないことを建設技術企画課の庁内掲示板に掲載され
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ている建設業許可業者台帳で確認する。 

 

５ 現場代理人等が重複していた場合の対応  
 重複が存在した場合は、次のとおり対応する。  
(1) 請負者に対し、すべての要件を満たすものに交替を要求する。  
  （兼務工事申出書が提出されている場合は、平成 30 年 3 月 15 日付け建技第 462 号

「建設工事の現場代理人の常駐及び技術者の専任に係る取扱いについて」を参照。） 
(2) 条件を満たすまでは、工事の着工を認めない。  
(3) すべての要件を満たす者を配置できない場合は、契約を解除する。  
 
６ 適用年月日 

  令和７年２月１日 
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別紙１ 

確認事項一覧表 

 

 
現場代理人 

主任技術者

(注２) 

監理技術者 

(注２) 
監理技術者補佐 専門技術者 

在籍要件 ○ ○(注１) ○(注１) ○(注１) ○ 

資格要件 ― ○ ○ ○ ○ 

現場専任要件 ○ ○ ○    ○ ― 

(注１)元請の専任の主任技術者、専任の監理技術者、専任特例の場合の監理技術者及び監

理技術者補佐は、所属建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係（三ヶ月以上の雇

用関係）が必要である。 

(注２)専任特例の場合も含む 

 

＜参考＞用語の解説 

１ 現場代理人 

現場代理人とは、請負契約の的確な履行を確保するため、請負人の代理人として、

工事現場の取締りを行い工事の施工に関する一切の事項を処理する者であり、当該工

事現場に常駐することとされている（富山県建設工事標準請負契約約款第 10条第２項）。 

 

２ 主任技術者 

建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し建設

業法（以下「法」という。）第７条第２号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場に

おける建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの（主任技術者）を置かなけれ

ばならない（法第 26 条第１項）。 

 

３ 監理技術者 

発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するため

に締結した下請契約の請負代金の額（当該下請契約が２以上あるときは、それらの

請負代金の額の総額）が5,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）以上となる

場合においては、当該建設工事に関し、法第15条第２号イ、ロ又はハに該当する者

で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの（監理技

術者）を置かなければならない（法第26条第２項）。 

 

４ 専任特例の主任技術者又は監理技術者 

請け負った建設工事の請負代金の額が一定金額以上の場合には、主任技術者又は
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監理技術者（以下「監理技術者等」という。）は専任で置くことが求められている

が、建設業法第26条第３項ただし書においてその特例が設けられており、監理技術

者制度運用マニュアルでは、同項ただし書による場合を「専任特例」、同項第１号

による場合を「専任特例１号」、同項第２号による場合を「専任特例２号」という。

（法第26条第３項） 。 

 

５ 監理技術者補佐 

監理技術者補佐（当該工事現場に監理技術者の行うべき職務を補佐する者）は、工

事現場ごとに専任で置かなければならないこととされており（法第 26条第３項第２号）、

また、次のいずれかに該当する者である必要がある。ただし、建設工事の種類が、機

械器具設置工事、さく井工事、消防施設工事又は清掃施設工事の場合は、２)に限る。

建設業法施行令第２９条） 

１) 請け負った建設工事の種類にかかる主任技術者の資格を有する者（法第７条第 

２号イ、ロ又はハに該当する者）のうち、一級の技術検定の第一次検定に合格し

た者。（一級施工管理技士補、当該建設工事の種類に応じて指定された検定種別

に限る。） 

２) 請け負った建設工事の種類にかかる監理技術者の資格を有する者。 

 

６ 工事現場における監理技術者等の専任の考え方 

富山県が注文者である工作物に関する工事で、工事１件の請負代金の額が 4,500 万

円（建築一式工事の場合は 9,000 万円）以上のものについては、より適正な施工の確

保が求められるため、監理技術者等は、工事現場ごとに、専任の者でなければならな

い（法第 26 条第３項）。(専任特例の場合を除く) 

 

７ 専門技術者 

専門技術者とは、請負者が土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、

その一式工事の一部である専門工事を自ら施工しようとするときに、又は専門工事を

施工する場合において自らそれに附帯する他の建設工事を施工しようとするときに建

設業法上配置することが要求されている技術者である。法第 26 条第１項に規定する主

任技術者に相当する者（当該建設工事に関し法第７条第２号イ、ロ又はハに該当する

者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの）を

置くこととされている（法第 26 条の２）。 

 

８ 営業所技術者等 

  営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者（一般
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建設業許可の場合：営業所技術者、特定建設業許可の場合：特定営業所技術者）で専

任のものを置かなければならない（法第７条第２号、法第 15 条第２号）。 

許可の基準の一つであり、この基準の趣旨は、建設工事についての専門知識を有す

る技術者の恒常的な技術指導のもとで建設業の営業が行われる体制を構築することで、

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保することにある。 

「専任のもの」とは、その営業所に常勤（テレワーク（営業所等勤務を要する場所

以外の場所で、ＩＣＴの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職

務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下にお

いてその職務に従事することをいう。）を行う場合を含む。）して専ら職務に従事する

ことを要する者をいい、したがって、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有

し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得

るものでなければならない。 

ただし、各建設工事について要件を満たす場合は、特定営業所技術者は監理技術者

等の職務を、営業所技術者は主任技術者の職務を兼ねることができる。（兼務要件は監

理技術者制度運用マニュアルを参照） 

 

９ 直接的な雇用関係の考え方（監理技術者制度運用マニュアルからの抜粋） 

直接的な雇用関係とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入す

る余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用、権利構成）

が存在することをいい、在籍出向者や派遣社員については直接的な雇用関係にあると

はいえない。 

 

１０ 恒常的な雇用関係の考え方（監理技術者制度運用マニュアルからの抜粋） 

恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、（中略）、建設

業者が組織として有する技術力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等の

業務を行うことができることが必要であり、特に国、地方公共団体等が発注する建設

工事において、発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等、専任特例の

場合の監理技術者又は監理技術者補佐については、所属建設業者から入札の申込のあ

った日（指名競争に付す場合であって入札の申込を伴わないものにあっては入札の執

行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日）以前に三ヶ月以上の

雇用関係にあることが必要である。 
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別紙２ 

 

ＪＣＩＳ、ＣＯＲＩＮＳについて 

 

 ＪＣＩＳでは、ＣＯＲＩＮＳ情報（詳細ＣＯＲＩＮＳ＋簡易ＣＯＲＩＮＳ）

と企業情報を一体的に検索することができる。 

 詳細ＣＯＲＩＮＳは、請負金額２,５００万円以上のＣＯＲＩＮＳデータが

対象であり、技術データが充実しているので工事実績を確認して指名業者の

選定を行う際に使う。 

簡易ＣＯＲＩＮＳは、詳細ＣＯＲＩＮＳのような詳細な技術データはない

が、請負金額５００万円以上のＣＯＲＩＮＳ全データが対象なので、技術者

の配置状況の確認などを行う際に使う。 

 

※システム別情報内容一覧表（○：確認可能、×：確認不可能） 

情報内容 ＪＣＩＳ ＣＯＲＩＮＳ 備 考 

工事実績検索 ○ ○ 在籍確認・資格確認の際に活用する。 

施工中工事検索 ○ ○ 現場専任確認の際に活用する。 

工事カルテ ○ ○  

許可・経審情報 ○ ×  

営業所情報 ○ ×  

許可換え情報 ○ ×  

監理技術者情報 

監理技術者補佐情報 
○ × 

監理技術者及び監理技術者補佐に関

して、在籍確認・資格確認・現場専

任確認の際に活用する。 

主任技術者情報 ○ ×  
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別紙３ 

システムによる確認方法 

 

操作方法については、各システムの簡易マニュアルを参照すること。 

 

１ ＪＣＩＳ導入所属 

  （１）現場代理人、主任技術者及び専門技術者の在籍確認 

     簡易ＣＯＲＩＮＳの技術者情報検索の工事実績検索を使って、現場代

理人等届に記載されている現場代理人、主任技術者及び専門技術者の工

事実績を確認する。（工事実績があれば、在籍要件を満たすものとみなす。

ただし、元請の専任の主任技術者については、３か月以上前の実績が必

要。） 

 

（２）主任技術者及び専門技術者の資格確認 

簡易ＣＯＲＩＮＳの技術者情報検索の工事実績検索を使って、現場代理

人等届に記載されている主任技術者及び専門技術者が従事した工事に係

る工事カルテの技術者情報を確認する。 

 

（３）現場代理人及び主任技術者の現場専任確認 

簡易ＣＯＲＩＮＳ技術者情報検索の施工中工事検索を使って、契約工期

における従事工事の有無を確認する。（国、地方公共団体、公団及び事業

団等の既発注工事との重複確認を行う。） 

 

  （４）監理技術者及び監理技術者補佐の在籍・資格・現場専任確認 

監理技術者情報及び監理技術者補佐情報を検索して、現場代理人等届に

記載されている監理技術者及び監理技術者補佐の所属建設業者変更履歴

について３か月以上の雇用関係があるかを確認する。（３か月以上の雇用

関係があれば在籍条件を満たすことになる。） 

監理技術者については、監理技術者資格の有効年月日及び監理技術者講

習を過去５年以内に受講していることを確認する。 

契約工期における従事工事の有無を確認する。（国、地方公共団体、公
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団及び事業団等の既発注工事との重複確認を行う。） 

２ ＣＯＲＩＮＳ導入所属 

（１）現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者の在籍確認

簡易ＣＯＲＩＮＳの技術者情報検索の工事実績検索を使って、現場代

理人等届に記載されている現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理

技術者補佐及び専門技術者の工事実績を確認する。（工事実績があれば、

在籍要件を満たすものとみなします。ただし、元請の専任の主任技術者、

監理技術者及び監理技術者補佐については、３か月以上前の実績が必

要。） 

（２）主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者の資格確認

簡易ＣＯＲＩＮＳの技術者情報検索の工事実績検索を使って、現場代理

人等届に記載されている監理技術者の監理技術者資格者証番号及び監理

技術者補佐の監理技術者補佐の資格を証明する書類を確認する。（監理技

術者資格者証番号及び監理技術者補佐の資格を証明する書類があれば、資

格要件を満たすものとみなす。） 

現場代理人等届に記載されている主任技術者及び専門技術者が従事し

た工事に係る工事カルテの技術者情報を確認する。 

（３）現場代理人、主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐の現場専任確認

簡易ＣＯＲＩＮＳ技術者情報検索の施工中工事検索を使って、契約工期

における従事工事の有無を確認する。（国、地方公共団体、公団及び事業

団等の既発注工事との重複確認を行う。） 
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現場代理人の配置状況確認の流れ

ＪＣＩＳ導入所属

CORINS導入所属

工事実績有り

従事工事無し

従事工事無し

在籍確認後

工事実績を確認する。
（在籍確認）

書類（写し）の提出を求める。
（在籍確認）

システムで確認できない場合

契約工期における従事工事
の有無を確認する。
（現場専任確認）

簡易ＣＯＲＩＮＳ技術者情報検
索の工事実績検索

契約工期における従事工事
の有無を確認する。
（現場専任確認）

簡易ＣＯＲＩＮＳ技術者情報検
索の施工中工事検索

事業管理システム

(1)  請負者に対し、すべての要件を満たす者に交替を要求する。

(2)  すべての要件を満たす者を配置できない場合は、契約を解除する。

在籍要件又は現場専任要件のいずれかを満たさない場合

確認作業終了

現場代理人等届又は現場代
理人等変更届提出
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主任技術者の配置状況確認の流れ

ＪＣＩＳ導入所属

CORINS導入所属

工事実績有り

資格有り

従事工事無し

従事工事無し

在籍有り

資格有り

書類（写し）の提出を求める。
（在籍・資格確認）

システムで確認できない場合

契約工期における従事工事
の有無を確認する。
（現場専任確認）

簡易ＣＯＲＩＮＳ技術者情報検
索の工事実績検索

契約工期における従事工事
の有無を確認する。
（現場専任確認）

簡易ＣＯＲＩＮＳ技術者情報検
索の施工中工事検索

事業管理システム

(1)  請負者に対し、すべての要件を満たす者に交替を要求する。

(2)  すべての要件を満たす者を配置できない場合は、契約を解除する。

在籍要件、資格要件又は現場専任要件のいずれかを満たさない場合

確認作業終了

現場代理人等届又は現場代
理人等変更届提出

３か月以上前の工事実績を確
認する。（元請の専任の主任
技術者）
（在籍確認）
必要な資格を有しているかを
確認する。
（資格確認）
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専門技術者の配置状況確認の流れ

ＪＣＩＳ導入所属

CORINS導入所属

工事実績有り

資格有り 在籍有り

資格有り

工事実績を確認する。
（在籍確認）
必要な資格を有しているかを
確認する。

書類（写し）の提出を求める。
（在籍・資格確認）

システムで確認できない場合

簡易ＣＯＲＩＮＳ技術者情報検
索の工事実績検索

在籍要件又は資格要件のいずれかを満たさない場合

(1)  請負者に対し、すべての要件を満たす者に交替を要求する。

(2)  すべての要件を満たす者を配置できない場合は、契約を解除する。

現場代理人等届又は現場代
理人等変更届提出

確認作業終了
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監理技術者及び監理技術者補佐の配置状況確認の流れ

ＪＣＩＳ導入所属の場合

在籍有り

資格有り

従事工事無し

従事工事無し

在籍有り

資格有り

従事工事無し

・監理技術者の所属建設業
者変更履歴（３か月以上の雇
用関係があるか）
・有する資格（必要な資格を
有しているか）

・監理技術者資格の有効年月日

及び監理技術者講習を過去５年

以内に受講していることを確認

する。

・契約工期における従事工事

の有無を確認する。
（在籍・資格・現場専任確認）

書類（写し）の提出を求める。
（在籍・資格確認）

システムで確認できない場合

監理技術者情報
監理技術者補佐情報

契約工期における従事工事
の有無を確認する。
（現場専任確認）

事業管理システム

(1)  請負者に対し、すべての要件を満たす者に交替を要求する。

(2)  すべての要件を満たす者を配置できない場合は、契約を解除する。

在籍要件、資格要件又は現場専任要件のいずれかを満たさない場合

確認作業終了

契約工期における従事工事の有
無を確認する。
（現場専任確認）

簡易ＣＯＲＩＮＳ技術者情報検
索の施工中工事検索

現場代理人等届又は現場代
理人等変更届提出
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監理技術者及び監理技術者補佐の配置状況確認の流れ

ＣＯＲＩＮＳ導入所属の場合

従事工事無し

従事工事無し

在籍有り

資格有り

３か月以上前の工事実績を
確認する。
（在籍確認）

・書類（写し）の提出を求める。
（システムで在籍確認ができない
場合）
・書類（写し）の提出を求める。
（資格確認）

契約工期における従事工事
の有無を確認する。
（現場専任確認）

簡易ＣＯＲＩＮＳ技術者情報検
索の工事実績検索

契約工期における従事工事
の有無を確認する。
（現場専任確認）

簡易ＣＯＲＩＮＳ技術者情報検
索の施工中工事検索

事業管理システム

確認作業終了

現場代理人等届又は現場代
理人等変更届提出

在籍要件、資格要件又は現場専任要件のいずれかを満たさない場合

(1)  請負者に対し、すべての要件を満たす者に交替を要求する。

(2)  すべての要件を満たす者を配置できない場合は、契約を解除する。

システムで確認できない場合
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施工体制台帳の写し等提出時の確認事項について 

施工体制台帳の写し等提出時の確認事項について、以下のとおりとする。なお、金額に

ついては、消費税及び地方消費税を含む額とする。 

１ 工事打合せ簿および施工体制台帳の写し（様式 50 号） 

(1) すべての項目について記載もれがないこと。

(2) 元請業者について

ア 下請契約の合計額が 5,000 万円（建築工事業の場合は 8,000 万円）以上である場

合には、元請業者が、大臣許可、知事許可の区分にかかわらず、特定建設業の許可

を有する者であること。（建設業法第 16 条、第３条、施行令第２条） 

【確認方法】 

ＪＣＩＳ導入所属は、原則としてＪＣＩＳの許可情報を検索して確認する。 

ＪＣＩＳが導入されていない所属は、暫定的に従来どおり次の方法で確認する。 

県内業者・・・建設工事競争入札参加資格者名簿 

※特定建設業の許可を持っている場合は、名簿の「特定許可」欄に「有」の表示

県外業者・・・不明な業者については、建設技術企画課建設業係に照会 

イ 工事現場に配置されている元請業者の主任技術者（監理技術者及び監理技術者補

佐）は、現場代理人等届（様式第 46 号の１）又は現場代理人等変更届（様式第 46

号の２）に記載されている者と同一であること。また、アの場合においては、主任

技術者に代えて、監理技術者資格者証の交付を受けた監理技術者（建設業法第 26

条第 3 項第 2 号の規定により、専任特例 2 号の監理技術者を置いた場合には、当該

資格を所有する監理技術者補佐）を置いていること。（建設業法第 26 条） 

【確認方法】 

施工体制台帳の写しに記載されている元請業者の主任技術者（監理技術者及び監

理技術者補佐）氏名が現場代理人等届又は現場代理人等変更届に記載されている氏

名と同一であることを確認する。異なる場合は、施工体制台帳の写しを再提出させ

るか、又は、現場代理人等変更届を提出させる。現場代理人等変更届が提出された

際には「現場代理人等の適正な配置の徹底について」（平成 30 年７月 3 日付け管第

91 号、建技第 73 号土木部長通知）に従い、確認を行う。 

(3) 下請業者について

ア 下請負に付する金額が 500 万円（建築一式工事の場合は 1,500 万円）以上の場合

は、下請業者がその工事内容に応じた建設業の許可を取得していること。（建設業法

第３条、施行令第１条の２） 

【確認方法】 

ＪＣＩＳ導入所属は、原則としてＪＣＩＳの許可情報を検索して確認する。 

ＪＣＩＳが導入されていない所属は、暫定的に従来どおり次の方法で確認する。 
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・県内業者（県の入札参加資格有り）・・・建設工事競争入札参加資格者名簿 

※建設業の許可を得ている業種と入札参加資格の種類は同一 

・県内業者（県の入札参加資格無し）・・・不明な場合は、所管の土木センター・

土木事務所又は建設技術企画課建設業係に照会 

・県外業者・・・・・・・・・・・・・・建設技術企画課建設業係に照会 

イ 工事現場に主任技術者を置いていること。（建設業法第 26 条、施行令第 27 条） 

【確認方法】 

技術者資格及び専任制（下請負金額が 4，500 万円（建築一式工事にあっては 9,000

万円）以上の場合、専任であることが必要。）等について口頭で確認すること。 

(4) 下請負金額について 

下請負金額が不当に低いものでないこと。（建設業法第 19 条の３） 

【確認基準】 

直工比率が 1.0 以上であること（ただし、比較できない場合は、確認不要とする）。 

 

２ 施工体系図の写し（様式第 51 号） 

(1)  すべての項目について記載もれがないこと。 

(2)  下請の内容について、施工体制台帳の写しの内容と一致していること。 

 

３ 再下請届通知書の写し（様式第 50 号の 3） 

(1)  すべての項目について記載もれがないこと。 

(2)  再下請負契約がある場合に写しの提出が必要である。 

 

４ 施工体制台帳および施工体系図の写しの提出が必要な場合 

(1) 公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、 

施工体制台帳および施工体系図を作成し、その写しを発注者に提出するものとする。 

ただし、施工体制台帳の写しについては、工事現場の施工体制を発注者が情報通信 

技術（建設キャリアアップシステム）を利用する方法により確認することができる措 

置を講じている場合、提出を不要とする。 

(入契法第 15 条、安衛法 30 条) 

(2) 建設工事の完成を目的としていない交通整理員等は、下請負には該当しないので提 

出の必要はない。なお、クレーン車等のリース（機械の運転者を含む。）は、建設工

事の完成を目的とした行為と考えられ、建設工事の請負契約に当たるので、施工体制

台帳および施工体系図の写しを提出するよう指導すること。 

 

(3) 建設業における労働者派遣（作業員を他社から借用する場合）は、労働者派遣法の

規定にそぐわないため、労務提供のみはあり得ない（請負という形態しかない。）こ

とを、請負者に対し、まず指導すること。その上で、土工、とび工、型枠工等の工種
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区分により、施工体制台帳および施工体系図の写しを提出するよう指導すること。 

また、施工体制台帳および施工体系図の写しを提出せずに作業員の借用を受け、労

災事故があった場合、労災の適用等に支障を生じ、対応できないことになるので注意

すること。 

 

５ 一括下請負 

  一括下請負が建設業法第 22 条により禁止されていることから、施工体制台帳および施

工体系図の写しの提出時には、施工体制を口頭で確認するとともに、工事現場において

は、元請業者が技術者を配置しているのみでなく、工程管理、工事目的物の品質管理及

び下請負人間の施工の調整等について、実質的に関与していることを随時確認すること。 

 

６ 下請負関係に疑義が生じた場合の措置 

  疑義の生じた事項について請負者から事情を聴取し、是正すべき点については、是正

を求めること。 

  なお、是正されない場合については、指名停止等の措置を検討するので、管理課入札・

契約係まで報告をお願いします。 

 

７ 適用開始日 

  令和７年２月１日 
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発注者

受注者

指示：下記事項について指示します。

協議：下記事項について協議します。

承諾：下記事項について承諾します。

その他：（通知）

一般県道○○線県単独道路改良工事

地内

内　　　　容

別添のとおり、施工体制台帳、施工体系図、再下請け通知書の写しを提出します。

（一次下請負金額の合計　○○○円）

（留意事項）

・添付図面等がある場合は、内容欄下に記載する。

・発議事項のその他については、工事の施工について立会いを必要とする場合や、届出、報告、通知、提出
を行う場合とする。

立山　○男

発議事項

工事名

場　所 ○○市○○町○○○

工種名

様式第52号

工 事 打 合 簿

発議者

監督員名 入善　○男
発　議
年月日

会社名 株式会社□□建設 令和○年○月○日

現場代理人名
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加

入
未

加
入

適
用

除
外

適
用

除
外

適
用

除
外

保
険

加
入

の
有

無

第
号

知
事

一
般

〒
工

事
業

大
臣

特
定

第

知
事

一
般

工
事

名
称

及
び

工
事

内
容

一
般

県
道

○
○

線
県

単
独

道
路

改
良

工
事

建
設

業
の

許
可

施
工

に
必

要
な

許
可

業
種

許
　

可
　

番
　

号

号
工

期
契

約
日

許
可

（
更

新
）
年

月
日

発
注

者
名

及
び

住
所

○
○

土
木

セ
ン

タ
ー

工
事

業
大

臣
特

定

工
事

業
大

臣
特

定
第

工
事

業
大

臣
特

定
第

施
 工

 体
 制

 台
 帳

《
下

請
負

人
に

関
す

る
事

項
》

会
社

名
代

表
者

名
［

会
社

名
］

株
式

会
社

□
□

建
設

［
事

業
所

名
］

住
所

建
設

業
の

許
可

許
　

可
　

業
　

種
許

　
可

　
番

　
号

許
可

（
更

新
）
年

月
日

工
事

名
称

及
び

工
事

内
容

号
知

事
一

般
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（
記

入
要

領
）

１
　

こ
の

様
式

は
元

請
が

作
成

す
る

。
一

次
下

請
業

者
等

が
報

告
す

る
再

下
請

負
通

知
書

（
様

式
第

5
0
号

の
３

）
を

添
付

す
る

こ
と

に
よ

り
、

　
一

次
下

請
負

業
者

別
の

施
工

体
制

台
帳

と
す

る
。

２
　

上
記

の
記

載
事

項
が

発
注

者
と

の
請

負
契

約
書

や
下

請
負

契
約

書
に

記
載

が
あ

る
場

合
は

、
そ

の
写

し
を

添
付

す
る

こ
と

に
よ

り

　
記

載
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

３
　

主
任

技
術

者
又

は
監

理
技

術
者

の
配

置
状

況
に

つ
い

て
「
専

任
・
非

専
任

」
の

い
ず

れ
か

に
○

印
を

付
け

る
こ

と
。

４
　

監
理

技
術

者
補

佐
名

は
建

設
業

法
第

2
6
条

第
３

項
第

２
号

の
規

定
に

よ
り

監
理

技
術

者
が

兼
務

す
る

場
合

に
の

み
記

載
す

る
。

５
　

専
門

技
術

者
に

は
、

土
木

・
建

築
一

式
工

事
を

施
工

す
る

場
合

等
で

そ
の

工
事

に
含

ま
れ

る
専

門
工

事
を

施
工

す
る

た
め

に
必

要
な

主
任

技
術

者
を

記
載

す
る

。

　
（
主

任
技

術
者

又
は

監
理

技
術

者
が

専
門

技
術

者
と

し
て

の
資

格
を

有
す

る
場

合
は

専
門

技
術

者
を

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

）

６
　

受
注

者
が

設
置

す
る

主
任

技
術

者
、

監
理

技
術

者
又

は
監

理
技

術
者

補
佐

並
び

に
専

門
技

術
者

に
つ

い
て

次
の

も
の

を
添

付
す

る
こ

と
。

(1
)

資
格

を
証

す
る

も
の

の
写

し

(2
)

自
社

従
業

員
で

あ
る

証
明

書
類

の
写

し
（
※

）

※
監

理
技

術
者

資
格

者
証

の
写

し
、

市
区

町
村

が
作

成
す

る
住

民
税

特
別

徴
収

税
額

通
知

書
の

写
し

、
健

康
保

険
・
厚

生
年

金
被

保
険

者
標

準
報

酬
決

定
通

知
書

の
写

し
、

所
属

会
社

の
雇

用
証

明
書

の
写

し
又

は
こ

れ
ら

に
準

ず
る

資
料

７
　

健
康

保
険

等
の

加
入

状
況

の
保

険
加

入
の

有
無

欄
に

は
、

各
保

険
の

適
用

を
受

け
る

営
業

所
に

つ
い

て
届

出
を

行
っ

て
い

る
場

合
は

「
加

入
」
を

、

　
行

っ
て

い
な

い
場

合
（
適

用
を

受
け

る
営

業
所

が
複

数
あ

り
、

そ
の

う
ち

一
部

に
つ

い
て

行
っ

て
い

な
い

場
合

を
含

む
）
は

「
未

加
入

」
を

、

　
従

業
員

規
模

等
に

よ
り

各
保

険
の

適
用

が
除

外
さ

れ
る

場
合

は
「
適

用
除

外
」
を

○
で

囲
む

。

　
　

事
業

所
整

理
記

号
等

の
営

業
所

の
名

称
欄

に
は

、
こ

の
様

式
左

側
の

営
業

所
の

名
称

欄
に

は
元

請
契

約
に

係
る

営
業

所
の

名
称

及
び

下
請

契
約

に
係

る
営

業
所

の
名

称
を

、

　
右

側
の

一
次

下
請

負
人

に
関

す
る

事
項

は
請

負
契

約
に

係
る

営
業

所
の

名
称

を
、

健
康

保
険

欄
に

は
、

事
業

所
整

理
記

号
及

び
事

業
所

番
号

（
健

康
保

険
組

合
に

あ
っ

て
は

組
合

名
）
を

、

　
一

括
適

用
の

承
認

に
係

る
営

業
所

の
場

合
は

、
本

店
の

整
理

記
号

及
び

事
業

所
番

号
を

、
厚

生
年

金
保

険
欄

に
は

、
事

業
所

整
理

記
号

及
び

事
業

所
番

号
を

、
一

括
適

用
の

承
認

に
係

る
営

業
所

の
場

合
は

、

　
本

店
の

整
理

記
号

及
び

事
業

所
番

号
を

、
雇

用
保

険
欄

に
は

、
労

働
保

険
番

号
を

、
継

続
事

業
の

一
括

の
認

可
に

係
る

営
業

所
の

場
合

は
、

本
店

の
労

働
保

険
番

号
を

そ
れ

ぞ
れ

記
載

す
る

。

　
　

な
お

、
こ

の
様

式
左

側
に

つ
い

て
、

元
請

契
約

に
係

る
営

業
所

で
下

請
契

約
を

行
う

場
合

は
、

下
請

契
約

欄
に

「
同

上
」
と

記
載

す
る

。

　
　

右
側

の
一

次
下

請
負

人
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
は

、
請

負
契

約
に

係
る

営
業

所
以

外
の

営
業

所
で

再
下

請
負

契
約

を
行

う
場

合
に

は
欄

を
追

加
し

て
記

載
す

る
。

　
※

＜
下

請
負

人
に

関
す

る
事

項
＞

の
「
主

任
技

術
者

、
専

門
技

術
者

」
の

記
入

要
領

　
　

１
　

主
任

技
術

者
の

配
属

状
況

に
つ

い
て

[専
任

・
非

専
任

]の
い

ず
れ

か
に

○
印

を
付

す
こ

と
。

　
　

２
　

専
門

技
術

者
に

は
、

土
木

・
建

築
一

式
工

事
を

施
工

す
る

場
合

等
で

そ
の

工
事

に
含

ま
れ

る
専

門
工

事
を

施
工

す
る

た
め

に
必

要
な

主
任

技
術

者
を

記
載

す
る

。

　
　

　
　

（
一

式
工

事
の

主
任

技
術

者
が

専
門

工
事

の
主

任
技

術
者

と
し

て
の

資
格

を
有

す
る

場
合

は
専

門
技

術
者

を
兼

ね
る

こ
と

が
で

き
る

。
）

　
　

３
　

複
数

の
専

門
工

事
を

施
工

す
る

た
め

に
複

数
の

専
門

技
術

者
を

要
す

る
場

合
は

適
宜

欄
を

設
け

て
全

員
を

記
載

す
る

。

　
　

４
　

主
任

技
術

者
の

資
格

内
容

は
、

以
下

の
中

か
ら

該
当

す
る

も
の

を
選

ん
で

記
載

す
る

こ
と

。

(1
)

経
験

年
数

に
よ

る
場

合

1
)大

学
卒

「
指

定
学

科
」
　

３
年

以
上

の
実

務
経

験

（
短

大
・
高

専
卒

業
者

を
含

む
。

）

2
)高

校
卒

「
指

定
学

科
」
　

５
年

以
上

の
実

務
経

験

3
)そ

の
他

1
0
年

以
上

の
実

務
経

験

(2
)

資
格

等
に

よ
る

場
合

1
)建

設
業

法
「
技

術
検

定
」

2
)建

築
士

法
「
建

築
士

試
験

」

3
)技

術
士

法
「
技

術
士

試
験

」

4
)電

気
工

事
士

法
「
電

気
工

事
士

試
験

」

5
)電

気
事

業
法

「
電

気
主

任
技

術
者

国
家

試
験

等
」

6
)消

防
法

「
消

防
設

備
士

試
験

」

7
)職

業
能

力
開

発
促

進
法

「
技

能
検

定
」
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様
式

第
5
0
号

の
３

年
月

日

自 至

自
　

至

　

【
報

告
下

請
負

業
者

】
住

所
電

話
番

号
住

所

再
下

請
負

通
知

書
《
再

下
請

負
関

係
》

再
下

請
負

業
者

及
び

再
下

請
負

契
約

関
係

に
つ

い
て

次
の

と
お

り
報

告
い

た
し

ま
す

。

会
社

名
代

表
者

名
直

近
上

位
注

文
者

名

工
事

名
称

及
び

工
事

内
容

元
請

名
称

工
期

契
約

日
会

社
名

代
表

者
名

建
設

業
の

許
可

施
工

に
必

要
な

許
可

業
種

許
　

可
　

番
　

号
許

可
（
更

新
）
年

月
日

工
事

名
称

及
び

工
事

内
容

知
事

一
般

工
事

業

《
自

社
に

関
す

る
事

項
》

工
事

業
大

臣
特

定

大
臣

特
定

第
号

知
事

一
般

号
第

工
期

注
文

者
と

の
契

約
日

健
康

保
険

等
の

加
入

状
況

保
険

加
入

の
有

無

建
設

業
の

許
可

施
工

に
必

要
な

許
可

業
種

許
　

可
　

番
　

号
許

可
（
更

新
）
年

月
日

健
康

保
険

厚
生

年
金

保
険

雇
用

保
険

加
入

未
加

入
加

入
未

加
入

一
般

号

加
入

未
加

入

適
用

除
外

適
用

除
外

適
用

除
外

事
業

所
整

理
記

号
等

営
業

所
の

名
称

健
康

保
険

厚
生

年
金

保
険

雇
用

保
険

事
業

所
整

理
記

号
等

営
業

所
の

名
称

健
康

保
険

適
用

除
外

適
用

除
外

適
用

除
外

知
事

一
般

号

工
事

業
大

臣
特

定
第

工
事

業
大

臣
特

定
第

知
事

現
場

代
理

人
名

安
全

衛
生

責
任

者
名

監
督

員
名

安
全

衛
生

責
任

者
名

担
当

工
事

内
容

健
康

保
険

等
の

加
入

状
況

保
険

加
入

の
有

無

健
康

保
険

厚
生

年
金

保
険

雇
用

保
険

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

安
全

衛
生

推
進

者
名

加
入

未
加

入
加

入
未

加
入

加
入

未
加

入

専
門

技
術

者
名

資
格

内
容

厚
生

年
金

保
険

雇
用

保
険

非
専

任

資
格

内
容

主
任

技
術

者
名

専
任

雇
用

管
理

責
任

者
名

一
号

特
定

技
能

外
国

人
の

従
事

の
状

況
(有

無
)

有
　

　
　

無
外

国
人

建
設

就
労

者
の

従
事

の
状

況
(有

無
)

有
　

　
　

無
外

国
人

技
能

実
習

生
の

従
事

の
状

況
(有

無
)

有
　

　
　

無

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

安
全

衛
生

推
進

者
名

現
場

代
理

人
名

雇
用

管
理

責
任

者
名

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

専
門

技
術

者
名

発
注

者
へ

写
し

を
提

出
す

る
際

の
添

付
書

類
・
下

請
負

人
と

締
結

し
た

下
請

契
約

に
係

る
契

約
書

の
写

し
・
建

設
業

法
施

行
規

則
第

1
4
条

の
４

に
定

め
る

事
項

を
記

載
し

た
作

業
員

名
簿

一
号

特
定

技
能

外
国

人
の

従
事

の
状

況
(有

無
)

有
　

　
　

無
外

国
人

建
設

就
労

者
の

従
事

の
状

況
(有

無
)

有
　

　
　

無
外

国
人

技
能

実
習

生
の

従
事

の
状

況
(有

無
)

主
任

技
術

者
名

専
任

非
専

任
資

格
内

容
非

専
任

有
　

　
　

無

資
格

内
容

担
当

工
事

内
容
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（
記

入
要

領
）

１
　

報
告

下
請

負
業

者
は

元
請

に
提

出
す

る
こ

と
。

２
　

再
下

請
負

通
知

書
に

は
契

約
書

の
写

し
を

添
付

す
る

こ
と

。

３
　

こ
の

届
出

事
項

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
は

直
ち

に
再

提
出

す
る

こ
と

。

４
　

健
康

保
険

等
の

加
入

状
況

の
保

険
加

入
の

有
無

欄
に

は
、

各
保

険
の

適
用

を
受

け
る

営
業

所
に

つ
い

て
届

出
を

行
っ

て
い

る
場

合
は

「
加

入
」
を

、

　
行

っ
て

い
な

い
場

合
（
適

用
を

受
け

る
営

業
所

が
複

数
あ

り
、

そ
の

う
ち

一
部

に
つ

い
て

行
っ

て
い

な
い

場
合

を
含

む
）
は

「
未

加
入

」
を

、

　
従

業
員

規
模

等
に

よ
り

各
保

険
の

適
用

が
除

外
さ

れ
る

場
合

は
「
適

用
除

外
」
を

○
で

囲
む

。

　
　

事
業

所
整

理
記

号
等

の
営

業
所

の
名

称
欄

に
は

、
請

負
契

約
に

係
る

営
業

所
の

名
称

を
、

健
康

保
険

欄
に

は
、

事
業

所
整

理
記

号
及

び
事

業
所

番
号

（
健

康
保

険
組

合
に

あ
っ

て
は

組
合

名
）
を

、

　
一

括
適

用
の

承
認

に
係

る
営

業
所

の
場

合
は

、
本

店
の

整
理

記
号

及
び

事
業

所
番

号
を

、
厚

生
年

金
保

険
欄

に
は

、
事

業
所

整
理

記
号

及
び

事
業

所
番

号
を

、
一

括
適

用
の

承
認

に
係

る
営

業
所

の
場

合
は

、

　
本

店
の

整
理

記
号

及
び

事
業

所
番

号
を

、
雇

用
保

険
欄

に
は

、
労

働
保

険
番

号
を

、
継

続
事

業
の

一
括

の
認

可
に

係
る

営
業

所
の

場
合

は
、

本
店

の
労

働
保

険
番

号
を

そ
れ

ぞ
れ

記
載

す
る

。

　
　

な
お

、
こ

の
様

式
左

側
に

つ
い

て
、

直
近

上
位

の
注

文
者

と
の

請
負

契
約

に
係

る
営

業
所

以
外

の
営

業
所

で
再

下
請

負
業

者
と

の
請

負
契

約
を

行
う

場
合

に
は

欄
を

そ
れ

ぞ
れ

追
加

す
る

。

　
※

主
任

技
術

者
、

専
門

技
術

者
の

記
入

要
領

　
　

主
任

技
術

者
の

配
属

状
況

に
つ

い
て

[専
任

・
非

専
任

]の
い

ず
れ

か
に

○
印

を
付

す
こ

と
。

　
　

専
門

技
術

者
に

は
、

土
木

・
建

築
一

式
工

事
を

施
工

す
る

場
合

等
で

そ
の

工
事

に
含

ま
れ

る
専

門
工

事
を

施
工

す
る

た
め

に
必

要
な

主
任

技
術

者
を

記
載

す
る

。

　
　

（
一

式
工

事
の

主
任

技
術

者
が

専
門

工
事

の
主

任
技

術
者

と
し

て
の

資
格

を
有

す
る

場
合

は
専

門
技

術
者

を
兼

ね
る

こ
と

が
で

き
る

。
）

　
　

複
数

の
専

門
工

事
を

施
工

す
る

た
め

に
複

数
の

専
門

技
術

者
を

要
す

る
場

合
は

適
宜

欄
を

設
け

て
全

員
を

記
載

す
る

。

　
　

主
任

技
術

者
の

資
格

内
容

は
、

以
下

の
中

か
ら

該
当

す
る

も
の

を
選

ん
で

記
載

す
る

こ
と

。

　
　

(1
)　

経
験

年
数

に
よ

る
場

合
  

　
　

　
1
)大

学
卒

「
指

定
学

科
」
　

３
年

以
上

の
実

務
経

験

　
　

　
　

　
（
短

大
・
高

専
卒

業
者

を
含

む
。

）

　
　

　
2
)高

校
卒

「
指

定
学

科
」
　

５
年

以
上

の
実

務
経

験

　
　

　
3
)そ

の
他

　
　

　
　

　
　

　
　

 1
0
年

以
上

の
実

務
経

験

　
　

(2
)　

資
格

等
に

よ
る

場
合

　
　

　
1
)建

設
業

法
「
技

術
検

定
」
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

　
　

　
2
)建

築
士

法
「
建

築
士

試
験

」

　
　

　
3
)技

術
士

法
「
技

術
士

試
験

」

　
　

　
4
)電

気
工

事
士

法
「
電

気
工

事
士

試
験

」

　
　

　
5
)電

気
事

業
法

「
電

気
主

任
技

術
者

国
家

試
験

等
」

　
　

　
6
)消

防
法

「
消

防
設

備
士

試
験

」

　
　

　
7
)職

業
能

力
開

発
促

進
法

「
技

能
検

定
」
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様
式

第
5
1
号

株
式

会
社

□
□

建
設

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

担
当

工
事

内
容

元
方

安
全

衛
生

管
理

者
有

　
　

　
・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無

担
当

工
事

内
容

統
括

安
全

衛
生

責
任

者
工

期
工

期
工

期
工

期

書
記

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

有
　

　
　

・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無

工
期

工
期

工
期

工
期

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

有
　

　
　

・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無

工
期

工
期

工
期

工
期

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

一
般

 /
 特

定
一

般
 /

 特
定

有
　

　
　

・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無
有

　
　

　
・
　

　
　

無

工
期

工
期

工
期

工
期

工
事

作
業

所
災

害
防

止
協

議
会

兼
施

工
体

系
図

発
注

者
名

○
○

土
木

セ
ン

タ
ー

工
期

工
事

名
称

一
般

県
道

○
○

線
県

単
独

道
路

改
良

工
事

自
令

和
2
年

1
1
月

1
0
日

至
令

和
3
年

2
月

2
8
日

会
社

名

工 事

会
社

名

監
督

員
名

代
表

者
名

代
表

者
名

代
表

者
名

代
表

者
名

監
理

技
術

者
名

主
任

技
術

者
名

許
可

番
号

元
請

名

工 事

会
社

名

工 事

会
社

名

工 事

許
可

番
号

専
門

技
術

者
名

安
全

衛
生

責
任

者
安

全
衛

生
責

任
者

安
全

衛
生

責
任

者
安

全
衛

生
責

任
者

主
任

技
術

者
主

任
技

術
者

主
任

技
術

者
主

任
技

術
者

許
可

番
号

許
可

番
号

監
理

技
術

者
補

佐
名

一
般

/
特

定
の

別
一

般
/

特
定

の
別

一
般

/
特

定
の

別
一

般
/

特
定

の
別

専
門

技
術

者
名

特
定

専
門

工
事

の
該

当
特

定
専

門
工

事
の

該
当

特
定

専
門

工
事

の
該

当
特

定
専

門
工

事
の

該
当

専
門

技
術

者
専

門
技

術
者

専
門

技
術

者
専

門
技

術
者

担
当

工
事

内
容

担
当

工
事

内
容

担
当

工
事

内
容

担
当

工
事

内
容

会
  

  
  

  
  

長

年
月

日
～

年
月

日
年

月
日

～
年

月
日

年
月

日
～

年
月

日
年

月
日

～
年

月
日

副
  

  
会

  
  

長

代
表

者
名

代
表

者
名

代
表

者
名

代
表

者
名

許
可

番
号

許
可

番
号

許
可

番
号

工 事

会
社

名

工 事

会
社

名

工 事

会
社

名

主
任

技
術

者
主

任
技

術
者

主
任

技
術

者

担
当

工
事

内
容

許
可

番
号

一
般

/
特

定
の

別
一

般
/

特
定

の
別

一
般

/
特

定
の

別
一

般
/

特
定

の
別

安
全

衛
生

責
任

者
安

全
衛

生
責

任
者

安
全

衛
生

責
任

者
安

全
衛

生
責

任
者

工 事

会
社

名

担
当

工
事

内
容

担
当

工
事

内
容

担
当

工
事

内
容

年
月

日
～

年
月

日
年

月
日

～
年

月
日

年
月

日
～

年
月

日
年

月
日

～
年

月
日

主
任

技
術

者

特
定

専
門

工
事

の
該

当
特

定
専

門
工

事
の

該
当

特
定

専
門

工
事

の
該

当
特

定
専

門
工

事
の

該
当

専
門

技
術

者
専

門
技

術
者

専
門

技
術

者
専

門
技

術
者

工 事

会
社

名

工 事

会
社

名

工 事

会
社

名

一
般

/
特

定
の

別
一

般
/

特
定

の
別

一
般

/
特

定
の

別

特
定

専
門

工
事

の
該

当

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者
安

全
衛

生
責

任
者

安
全

衛
生

責
任

者
安

全
衛

生
責

任
者

主
任

技
術

者
主

任
技

術
者

主
任

技
術

者
主

任
技

術
者

工 事

会
社

名

代
表

者
名

代
表

者
名

代
表

者
名

代
表

者
名

許
可

番
号

許
可

番
号

許
可

番
号

許
可

番
号

担
当

工
事

内
容

担
当

工
事

内
容

担
当

工
事

内
容

担
当

工
事

内
容

年
月

日
～

年
月

日
年

月
日

～
年

月
日

年
月

日
～

年
月

日
年

月
日

～
年

月
日

特
定

専
門

工
事

の
該

当
特

定
専

門
工

事
の

該
当

特
定

専
門

工
事

の
該

当

専
門

技
術

者
専

門
技

術
者

専
門

技
術

者
専

門
技

術
者

工 事

会
社

名

工 事

会
社

名

工 事

会
社

名

一
般

/
特

定
の

別
一

般
/

特
定

の
別

一
般

/
特

定
の

別

特
定

専
門

工
事

の
該

当

主
任

技
術

者
主

任
技

術
者

工 事

会
社

名

代
表

者
名

代
表

者
名

代
表

者
名

代
表

者
名

許
可

番
号

許
可

番
号

許
可

番
号

許
可

番
号

担
当

工
事

内
容

担
当

工
事

内
容

担
当

工
事

内
容

担
当

工
事

内
容

一
般

/
特

定
の

別

安
全

衛
生

責
任

者
安

全
衛

生
責

任
者

安
全

衛
生

責
任

者
安

全
衛

生
責

任
者

主
任

技
術

者
主

任
技

術
者

年
月

日
～

年
月

日
年

月
日

～
年

月
日

年
月

日
～

年
月

日
年

月
日

～
年

月
日

特
定

専
門

工
事

の
該

当
特

定
専

門
工

事
の

該
当

特
定

専
門

工
事

の
該

当

専
門

技
術

者
専

門
技

術
者

専
門

技
術

者
専

門
技

術
者
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参考 

【監理技術者等の工事現場における専任】 

公共性のある工作物に関する重要な工事（工事１件の請負代金が 4,500万円以上。ただ

し、建築一式工事の場合は 9,000万円以上。公共工事、民間工事を問わず、個人住宅を除く

ほとんどの工事が該当する）では、工事の安全かつ適正な施工を確保するために、監理技術

者等を工事現場ごとに専任で置く必要がある（専任特例の場合を除く）（建設業法第 26条

第３項、建設業法施行令第 27条第１項）。 

この現場専任制度は、元請、下請にかかわらず、適用される。 

専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務に

のみ従事していることをいう。 

【２以上の工事を同一の監理技術者等が兼務できる場合】 

（１）専任特例１号 

適用要件の詳細は、最新の監理技術者制度運用マニュアルを参照すること。 

建設産業・不動産業：ガイドライン・マニュアル - 国土交通省 

（２）専任特例２号 

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関す

る重要な建設工事において、監理技術者を配置する場合は専任が必要となるが、発注者

から直接当該建設工事を請け負った特定建設業者が、当該監理技術者の職務を補佐する

者（監理技術者補佐）を当該工事現場に専任で置くときは、この限りではない。なお、

この場合の同一の監理技術者が兼務できる工事現場数は２となる。（建設業法第 26条

第 3項第２号、第４項、建設業法施行令第 29条、第 30条） 

（３）密接な関連のある工事 

例えば下水道工事と区間の重なる道路工事を同一あるいは別々の主体が発注する場合

など、密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所

において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することがで

きる（令第 27 条第２項）。ただし、この規定は、専任の監理技術者については適用さ

れない。 

下水道工事

道路工事

全体を一の工事とみなす。
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（４）工期が重複し、かつ、同一の建築物又は連続する工作物を対象とする工事 

同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の

請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続す

る工作物である場合については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術

者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、全ての

注文者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た上で、これら複

数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理するこ

とができる。 

（注意事項） 

この規定は、専任の監理技術者についても認められている。この場合、建設業法第３

条第１項（一般建設業と特定建設業の区分）、同法第 26条第１項及び第２項（主任技

術者と監理技術者の区分）等の規定については、一の工事として適用される。 

 

 

 

 

 

 

 

※同一の監理技術者又は主任技術者が、専任特例１号を活用した工事現場と専任特例２号を

活用した工事現場を兼務することはできない。 

 

【元請負人の専任期間】 

発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が、監理技術者等を工事現場に専任で配置

すべき期間は契約工期が基本となる。 

 

【専任を要しない期間】 

たとえ契約工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任を要しない。 

ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打

合せ記録等の書面により明確となっていることが必要である。 

（注意事項） 

専任を要しない期間中であっても、監理技術者等の配置は必要である。 

したがって、たとえば、監理技術者等が専任を要しない期間中の工事（例：工事を全面的

に中止している期間中の工事）と、専任を要する期間中の工事（例：現場施工している期間

中の工事）を兼務することは建設業法違反になる。 

建築躯体
その２工事

建築躯体その１工事

同一の建築物また
は連続する工作物
である場合
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① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬

入または仮設工事等が開始されるまでの間。） 

② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面

的に一時中止している期間 

③ 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間（なお、発

注者の都合により検査が遅延した場合は、その期間（検査日含む）も専任を要しな

い。） 

契約工期（当初）

契約工期（変更後）
早期に
工事が完成

専任の必要な期間

技術者の配置を要しない

③工事完成検査後の
事務手続き等のみが
残っている場合

②工事を全面的に一時
中止している場合

①請負契約の締結後、
現場施工に未着手であ
る場合

 

④ ②又は③に類した理由で、工事が不稼動である期間 

⑤ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作の

みが行われている期間 

Ａ，Ｂ，Ｃ

Ａ技術者

Ｂ技術者

Ｃ技術者

準備工事 同一工場での工場製作のみ 架設工事

現場毎に
専任

現場毎に専
任

一工事として一体管理
（一人の技術者の管理）

 
（注意事項） 

工場製作を含む低入札工事における技術者の配置については、「低入札案件における技術

者の増員の義務付けに係る取扱いについて」（平成 21年 3月 13日付け管第 86号）に基づ

き、下記のとおり運用することとする。 
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（工事１件の請負代金が 4,500万円以上の場合） 

 

 

 

 

専任:他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事してい

ること 

（通常工事Ａ･Ｂ、低入札工事Ｃ） 

Ａ，Ｂ，Ｃ

Ａ技術者

Ｂ技術者

Ｃ技術者

準備工事 同一工場での工場製作のみ 架設工事

現場毎に
専任

現場毎に
専任

一工事として一体管理
（一人の技術者の管理）

工場に専任

 

【下請負人の専任期間】 

下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期

間は、下請工事が実際に施工されている期間とする。 

（注意事項） 

工事が三次下請業者まで下請されている場合で、三次下請業者が作業を行っている場合

は、一次・二次下請業者は、自らが直接施工する工事がない場合であっても監理技術者等は

現場に専任しなければならない。 

全体工期

下請工事における専任の必要な期間

下請工事施工期間 下請工事施工期間

 

  

 役職 準備工事期間 工場製作期間 架設工事期間 

通常工事 監理技術者等 専任 非専任 専任 

 担当技術者(増員) × × × 

低入札工事 監理技術者等 専任 専任 専任 

 担当技術者(増員) 専任 × 専任 
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【営業所技術者等と監理技術者等との関係】 

営業所技術者等（営業所技術者又は特定営業所技術者）は、営業所に常勤して専らその職

務に従事することが求められている。以下の各建設工事について要件を満たす場合は、特定

営業所技術者は主任技術者又は監理技術者の職務を、営業所技術者は主任技術者の職務を兼

ねることができる。なお、専任特例を活用する場合との併用はできない。また、（１）及び

（２）の併用はできない。 

（１）主任技術者又は監理技術者を専任で配置する必要がある建設工事又は配置する必要が

ない建設工事（（２）の場合以外） 

専任特例 1号の監理技術者等の適用要件に準じるが、詳細は最新の監理技術者制度運

用マニュアルを参照すること。 

建設産業・不動産業：ガイドライン・マニュアル - 国土交通省 

（２）主任技術者又は監理技術者を専任で配置する必要がない建設工事（営業所と工事現場

が近接している場合） 

① 営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であ

ること。 

② 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現

場と営業所が近接していること 

③ 当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。 

④ 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 
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 建  技  第４６２号 

平成３０年３月１５日 

部内各所属長 殿 

土 木 部 長 

建設工事の現場代理人の常駐及び技術者の専任に係る取扱いについて 

 このことについて、「近接して工事を発注する場合の間接工事費等の調整に係る積算基

準の改訂について」（平成30年 1月 25日付け管第226号、建技第380号）を通知したこ

とに伴い、下記のとおり運用することとしたので通知します。 

なお、「建設工事の現場代理人の常駐及び技術者の専任に係る取扱いについて」（平成

26年 3月 3日付け建技第59号）は、廃止します。 

記 

１ 現場代理人の常駐の取扱いについて 

 このことについては、「富山県建設工事標準請負契約約款第 10 条の改正にかかる現場

代理人の工事現場における常駐等の運用について（通知）」（平成 23年 3月 31 日付け建

技第107号）【別添1】によるが、兼務については当面の間、以下のとおり取扱うものと

する。 

なお、この取扱いは平成30年 4月 1日以降に見積の依頼、指名の通知又は入札の公告

を行う工事から適用する。 

現場代理人の工事現場における兼務について 

次の場合については、現場代理人を兼務させることができるものとする。 

（１）現場代理人を兼務させることができる場合は、次の①又は②の場合に限る 

① 随意契約方式により工事を発注し間接工事費等を調整した工事

② 以下の全てを満たす場合

(a) 工事現場相互の間隔が10km程度に近接していること

(b) 兼務する工事の件数は、他の発注機関の工事も含め2件であること

(c) 工事現場の運営、取締り等が困難でないこと

(d) 発注者と常に携帯電話等で連絡をとれること

(e) 発注者が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応を行えること

（２）現場代理人兼務工事の申出及び承認 

受注者は、現場代理人を兼務配置したいときは、それぞれの発注者に対し「現場代

理人兼務工事申出書」により申出なければならない。工事期間中に新たに兼務配置し

たいときも同様に申出なければならない。 
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発注者は申出があった場合、速やかに「現場代理人兼務工事回答書」により回答する

ものとする。 

なお、承認にあたっては、下の条件を付すものとする。 

＜条件＞ 

現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障をきたさないこと。

発注者との連絡体制を確保すること。 

 

 

２ 技術者の専任に係る取扱いについて 

このことについては、「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて（改正）」 

（平成26年 2月 3日付け国土建第272号）【別添2】より以下のとおり運用する。 

 

（１） 専任を要する主任技術者を兼務させることができる工事は次の①～③をすべて 

満たすものとする 

① 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工に

あたり相互に調整を要する工事であること 

② 工事現場の相互の間隔が 10km 程度の近接した場所において同一の建設業者が 

施工する場合であること 

③ 次に定める要件を満たす工事であること 

(a) 同一の主任技術者が管理することができる工事の件数は、専任が必要な工事

を含む場合は2件であること 

(b) 低入札価格調査制度の調査基準価格に満たない価格をもって契約した工事

でないこと 

 

（２）主任技術者の兼務工事の申出及び承認 

受注者は、専任を要する主任技術者を兼務配置したいときは、それぞれの発注者に

対し「主任技術者兼務工事申出書」により申出なければならない。工事期間中に新た

に兼務配置したいときも同様に申出なければならない。 

発注者は申出があった場合、速やかに「主任技術者兼務工事回答書」により回答す

るものとする。 

なお、承認にあたっては、下の条件を付すものとする。 

＜条件＞ 

主任技術者の工事現場における工程管理、品質管理及びその他技術上の管理等に支障

をきたさないこと。 

 

 

３ 現場代理人と主任技術者の兼務について 

  現場代理人の常駐義務の緩和に伴い、他工事の現場代理人及び主任技術者と兼務可

能となったところであるが、技術者の専任義務が緩和されるものではない。 

ただし、２（１）より主任技術者の兼務が認められる工事については、兼務可能とする。 

 

（事務担当：建設技術企画課技術指導係）
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技術指導係
タイプライターテキスト

技術指導係
タイプライターテキスト
【別添１】

技術指導係
タイプライターテキスト

549851
タイプライターテキスト

（平成３０年４月１日一部改定）
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549851
長方形



 

国土建第２７２号 

平成２６年２月３日 

 

都道府県主管部局長 あて 

 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長   

 

 

建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて（改正） 

 

 

建設工事の現場に置くこととされている主任技術者又は監理技術者（以下、

「監理技術者等」という。）及び現場代理人について、「建設工事の技術者の

専任等に係る取扱いについて」（平成２５年２月５日付け国土建第３４８号）

を定め、その適正な運用をお願いしてきたところですが、今般、下記のとおり

改正し、地方整備局等あて通知しましたのでお知らせします。 

貴職におかれては、貴管内の公共工事発注機関等の関係行政機関及び建設業者

団体に対しても速やかに関係事項の周知方お願いします。 

なお、「東日本大震災の被災地における「建設工事の技術者の専任等に係る取

扱いについて」の運用について」（平成２５年９月１９日付け国土建第１６２

号）は、廃止します。 
 

記 

 

１．令第２７条第２項の当面の取扱いについて 

  令第２７条第２項においては、同条第１項に規定する工事のうち密接な関

係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場

所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を

管理することができることとされているところであるが、当面の間、以下の

とおり取り扱うこととする。 

  なお、当該規定については監理技術者には適用されないことに留意された

い。 

 （１） 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事

又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互

の間隔が１０ｋｍ程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合には、令第２７条第２項が適用される場合に該当する。な

お、施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一

括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場

合等も含まれると判断して差し支えない。 

 

 （２） （１）の場合において、一の主任技術者が管理することができる工

事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則２件程度とする。 
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549851
タイプライターテキスト
【別添２】



 

 （３） （１）及び（２）の適用に当たっては、法第２６条第３項が、公共

性のある施設又は多数の者が利用する施設等に関する重要な工事に

ついて、より適正な施工を確保するという趣旨で設けられていること

にかんがみ、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離等の条件を踏

まえて、各工事の適正な施工に遺漏なきよう発注者が適切に判断する

ことが必要である。また、本運用により、土木工事以外の建築工事等

においても活用が見込まれ、民間発注者による工事も含まれる点につ

いて留意されたい。 

 

２．現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について 

  平成２２年７月の標準約款の改正により、現場代理人の常駐義務を緩和す

る旨の規定（標準約款第１０条第３項）が追加されたことを受け、「現場代

理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について」（平成２３年１１月１４

日付け国土建第１６１号）（別紙１）において、適切な運用に努めるよう、

お願いしてきたところであるが、引き続き、当該規定の趣旨を踏まえ、現場

代理人の常駐義務緩和について適切に運用されたい。 

  なお、現場代理人の常駐義務の緩和により、法第２６条第３項に基づく監

理技術者等の専任義務が緩和されるものではないことに留意されたい。 

 

３．監理技術者等の専任を要しない期間の明確化について 

  監理技術者等の専任を要しない期間については、「監理技術者制度運用マ

ニュアル」（平成１６年３月１日付け国総建第３１５号）のほか、「主任技

術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について」（平成２１年

６月３０日付け国総建第７５号）（別紙２）において、適切に設定されるよ

う、お願いしてきたところであるが、引き続き、これらの趣旨を踏まえ、監

理技術者等の専任を要しない期間について適正に運用されたい。 

 

以 上 
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【別紙１】

国 土 建 第 １ ６ １ 号

平成２３年１１月１４日

各公共発注者 殿

国土交通省土地・建設産業局建設業課長

現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について

昨年７月の公共工事標準請負契約約款（以下「標準約款」という。）の改正により、現

場代理人の常駐義務を緩和する旨の規定（標準約款第１０条第３項）が追加されたこと

を受け、他の工事の現場代理人を兼ねるようになった例もありますが、当該規定の趣旨

及び運用上の留意事項は下記のとおりですので、参考にされるとともに、適切な運用に

努められますようお願いします。

また、都道府県におかれましては、貴管内の市区町村（指定都市を除く）及び公共発

注者への周知徹底をお願いいたします。

記

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほ

か、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代金額の変更、契約の解除

等を除く。）を処理する受注者の代理人であることから、発注者との常時の連絡に支障を

来さないよう、工事現場への常駐（当該工事のみを担当し、かつ、作業期間中常に工事

現場に滞在していること）が義務づけられている（標準約款第１０条第２項）。

しかしながら、昨今、通信手段の発達により、工事現場から離れていても発注者と直

ちに連絡をとることが容易になってきていることから、厳しい経営環境下における施工

体制の合理化の要請にも配慮し、一定の要件を満たすと発注者が認めた場合（※）には、例

外的に常駐を要しないこととすることができるものとされた（標準約款第１０条第３項）。

（※）工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると発注

者が認めた場合

具体的にどのような場合に常駐義務を緩和するかについては、受注者から現場代理人
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に付与された権限の範囲や、工事の規模・内容等に応じた運営、取締り等の難易等を踏

まえて発注者が判断すべきものであるが、その基本的な考え方を示せば次のとおりであ

る。

（１）契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまで

の期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間等、工事現場の作業状況等に応

じて、発注者との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和することが考えられる。

（２）（１）以外にも、次の①及び②をいずれも満たす場合には、常駐義務を緩和するこ

とが考えられる。

① 工事の規模・内容について、安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等

が困難なものでないこと（安全管理、工程管理等の内容にもよるが、例えば、主任

技術者又は監理技術者の専任が必要とされない程度の規模・内容であること）

② 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること

また、常駐義務の緩和に伴い、他の工事の現場代理人又は技術者等を兼任することも

可能となったところであるが、これまでの運用実態も踏まえると、兼任を可能とする典

型的な例としては、（２）①及び②並びに次のアからウまでの全てを満たす場合が挙げら

れる。

ア 兼任する工事の件数が少数であること

（工事の規模・内容、兼任する工事間の近接性等にもよるが、例えば２～３件程度）

イ 兼任する工事の現場間の距離（移動時間）が一定範囲内であること

（工事の規模・内容、兼任する工事件数等にもよるが、例えば同一市町村内であるこ

と）

ウ 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行う

こと

なお、上記によっても、建設業法第２６条第３項に基づく主任技術者又は監理技術者

の専任義務が緩和されるものではないことに留意する必要がある。
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【別紙２】

国 総 建 第 ７ ５ 号

平成２１年６月３０日

公共工事発注担当部局の長 あて

国土交通省総合政策局建設業課長

主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について

建設業法第２６条に定める工事現場に置く主任技術者又は監理技術者（以下「監理技

術者等」という。）は、請負代金の額が２千５百万円（建築一式工事である場合にあって

は、５千万円）以上の一定の建設工事については、工事現場ごとに専任の者でなければ

ならないとされているところです。「監理技術者制度運用マニュアルについて」（平成１

６年３月１日付け国総建第３１５号。以下単に「運用マニュアル」という。）に基づき、

かねてよりその適正な運用をお願いしているところですが、このうち、監理技術者等の

専任を要しない期間については、適切な運用が行われていない事例が見受けられるとこ

ろです。

建設工事の適正な施工を確保しつつ、建設業の生産性の向上を図るためには、専任を

要しない期間についても適切に設定することが必要であり、その設定に当たっては、下

記の事項に特に留意されるよう改めてお願いします。また、貴管下の関係機関に対して

も周知及び徹底方お願いします。

記

１．工事現場に設置する監理技術者等については、建設工事の請負契約の締結前におい

ては、その設置が不要であることは当然のことであるが、請負契約の締結後において

も、運用マニュアルで定める一定の期間について、発注者と建設業者の間で設計図書

若しくは打合せ記録等の書面により明確となっていることを条件に、たとえ契約工期
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中であっても工事現場への専任は要しないことに留意すること。

特に、運用マニュアル三「（２）監理技術者等の専任期間」で定めている①「請負契

約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入また

は仮設工事等が開始されるまでの間。）」、及び同④「工事完成後、検査が終了し（発

注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残って

いる期間」については、監理技術者等の工事現場への専任を要しない期間とされてい

るものの、専任を要しない期間が設計図書若しくは打合せ記録等の書面により明確と

なっていないために、必要以上に専任を求められる事例が見受けられる。したがって、

以下の記載方法例を参考にして、工事現場への専任を要しない期間を明確にすること。

また、発注者は、工事現場への専任を要しない期間を書面により明確にしている場

合には、当該期間に監理技術者等の専任を求めることのないようにすること。

なお、同④「工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合

を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間」については、発注者の都合

により検査が遅延した場合は、その期間も専任を要しないことに留意すること。

＜記載方法例＞

※設計図書（仕様書又は現場説明書）に以下の事項を記載する。

①現場施工に着手するまでの期間に関する記載方法例

【現場施工に着手する日が確定している場合】

○ 請負契約の締結の日の翌日から平成○○年△△月××日までの期間について

は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

【現場施工に着手する日が確定していない場合】

○ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資

機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者

又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日

については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

②検査終了後の期間に関する記載方法例

○ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、

事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理

技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が

工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日（例：「完成検査確認通知書」

等における日付）とする。
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２．運用マニュアル三「（２）監理技術者等の専任期間」③中「橋梁、ポンプ、ゲート、

エレベーター等の工場製作を含む工事」について、工場製作のみが行われている期間

は監理技術者等の工事現場への専任を要しないこととされているが、これは、「橋梁、

ポンプ、ゲート、エレベーター」の工場製作を含む工事に限る趣旨ではなく、発電機

・配電盤等の電機品などを含め、工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが

行われている期間における工事現場への専任を要しないとの趣旨であること。
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（参 考）

○監理技術者制度運用マニュアルについて（平成１６年３月１日国総建第３１５号）（抄）

三 監理技術者等の工事現場における専任

（２）監理技術者等の専任期間

・ 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が、監理技術者等を工事現場に専任

で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、たとえ契約工期中であっても次に掲げ

る期間については工事現場への専任は要しない。ただし、いずれの場合も、発注者と

建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確と

なっていることが必要である。

① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材

の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間。）

② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を

全面的に一時中止している期間

③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製

作のみが行われている期間

④ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、

事務手続、後片付け等のみが残っている期間

なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工

するため、監理技術者等がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、

同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可

能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括して管理することができる。

（以下略）
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                                   管    第  2 2 8  号                                                

建  技  第  4 4 7  号 

令 和 ７ 年 １ 月 23 日 

 

 

部内各所属長 殿 

 

管 理 課 長 

建設技術企画課長 

 

 

建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術 

者補佐の取扱いに関する運用の一部改定について 

 

「建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補

佐の取扱いに関する運用について（令和３年７月１日付け 管第64号 建技第122号）」に

ついて下記のとおり改定したので通知いたします。 

 

 

記 

 

１ 改定内容 

別紙のとおり 

 

２ 適用開始日 

  令和７年２月１日以降に入札の公告を行う工事から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当） 

管理課 入札・契約係 

建設技術企画課 技術指導係  
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別紙 

１ 次の要件を全て満たす場合は、専任特例２号の監理技術者を配置すること 

を認めるものとする。 

（１） 予定価格が２億円未満の工事であること。 

（２） 兼務する工事数は、他機関発注の公共工事・民間工事を含め２件までで 

あること。 

（３） ２４時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事でないこと。 

（４） 兼務する工事が専任特例２号の監理技術者としての職務を適正に遂行

できる範囲内にあること。範囲については、工事現場が同一の土木セン

ター、事務所管内であること。 

（５） 低入札価格調査制度の調査基準価格に満たない価格をもって契約した

工事でないこと。 

 

２ 施工体制上の留意点 

現場の安全管理体制について、平成７年４月２１日付基発第２６７号の２ 

「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者 

の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。」とされている 

ことから、施工体制に留意すること。 
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管    第  1 9 3  号                                                

建 技 第 4 1 7 号 

令 和 6 年 1 2 月 2 4 日 

                        

 

部内各所属長 殿 

 

管 理 課 長 

建設技術企画課長 

 

 

建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者

補佐の取扱いに関する運用について 

 

 

 「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する

法律の一部の施行について（通知）（令和6年12月13日付け 国不建第148号）」に伴い、建

設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（「特例監理技術者」）が

建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者（「専任特例２号の監理

技術者」）に改められました。 

これに伴い、富山県土木部発注工事における入札公告および特記仕様書等の記載例につ

いても変更することとしたので通知します。 

なお、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者（「専任特例２

号の監理技術者」）及び監理技術者を補佐する者（「監理技術者補佐」）の配置の運用に

ついては、従前のとおりです。 

 

 

記 

１ 本通知の取り扱い 

本取扱いについては、令和７年１月１日以降に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当） 

管理課 入札・契約係 

建設技術企画課 技術指導係  
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参考 
 

「建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技

術者補佐の取扱いに関する運用について（令和 3年 7月 1日付け 管第 64号 建

技第 122号）」（変更箇所一部抜粋） 

 

１ 次の要件を全て満たす場合は、専任特例２号の監理技術者を配置することを認めるも

のとする。 

（１） 予定価格が１億円未満の工事であること。 

（２） 兼務する工事数は、他機関発注の公共工事・民間工事を含め２件までであること。 

（３）２４時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事でないこと。 

（４） 兼務する工事が専任特例２号の監理技術者としての職務を適正に遂行できる範囲内

にあること。範囲については、工事現場が同一の土木センター、事務所管内である

こと。 

（５）低入札価格調査制度の調査基準価格に満たない価格をもって契約した工事でないこ

と。 

 

２ 施工体制上の留意点 

現場の安全管理体制について、平成７年４月２１日付基発第２６７号の２「元方事業

者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するとき

には、その事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意す

ること。 

 

３ 入札公告等について 

工事の入札公告・特記仕様書等の記載例については、別紙を参考にされたい。 
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別紙 

工事現場が同一の土木センター、事務所管内とし、範囲について具体的に記載すること 

発注における入札公告等 

入札公告・特記仕様書等の記載例については、以下のとおりとする。また、兼務の要件を

満たす入札契約手続き中及び稼働中の工事については次のとおり対応されたい。 

・入札手続き中の工事については、契約後に、兼務の申し出があった時点で、「２．兼務を

認める工事の場合」の特記仕様書記載例の内容を変更契約の特記仕様書で追加。

・稼働中の工事については、兼務の申し出があった時点で、「２．兼務を認める工事の場合」

の特記仕様書記載例の内容を変更契約の特記仕様書で追加。 

なお、受注者が専任特例２号の監理技術者の配置を希望する場合は、本運用に基づき、工

事打合簿により協議を行うものとする。 

１． 兼務を認めない工事の場合 

【入札公告】 

○ 競争参加資格

（○）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を本工事に配置できること。

○）本工事は、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者（以

下、「専任特例２号の監理技術者」という。）の配置は認めない。

【特記仕様書】 

第○条 専任特例２号の監理技術者及び監理技術者補佐の配置 

本工事は、建設業法第26条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専

任特例２号の監理技術者」という。）の配置は認めない。 

２． 兼務を認める工事の場合 

【入札公告】 

○ 競争参加資格

（○）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を本工事に配置できること。

○）本工事は、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者（以

下、「専任特例２号の監理技術者」という。）の配置を認める工事である。

【特記仕様書】 

第○条 専任特例２号の監理技術者及び監理技術者補佐の配置 

１. 本工事において、建設業法第26条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者（以

下、「専任特例２号の監理技術者」という。）の配置を行う場合は、以下の（１）～

（９）の要件を全て満たさなければならない。

（１） 建設業法第26条第３項第２号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監
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工事現場が同一の土木センター、事務所管内とし、範囲について具体的に記載すること 

理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。 

（２） 監理技術者補佐は、１級土木施工管理技士補又は１級施工管理技士等の国家資格

者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術

者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例２号の監理技術

者に求める技術検定種目と同じであること。 

（３） 監理技術者補佐は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

（４） 同一の専任特例２号の監理技術者を配置できる工事は、同時に２件までとする。

ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複す

る複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等

に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結

される場合に限る。）については、これら複数の工事を一つの工事とみなす。 

（５） 専任特例２号の監理技術者が兼務できる工事は○○土木センター○○土木事務所

管内の工事でなければならない。 

（６） 専任特例２号の監理技術者が兼務できる工事は、２４時間体制での応急処理工や 

緊急巡回等が必要な工事以外の工事でなければならない。 

（７） 専任特例２号の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及

び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 

（８）専任特例２号の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であ 

ること。 

（９） 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 

２. 本工事の監理技術者が専任特例２号の監理技術者として兼務することとなる場合、

前項（１）～（９）の事項について確認できる書類を提出すること。 

３. 本工事において、専任特例２号の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合

又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録を行うこ

と。 
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（参考様式）○○○○工事競争参加資格確認資料             （用紙Ａ４） 

 

専任特例２号の監理技術者の配置を予定している場合の確認事項 

 

会社名            

 

 

専任特例２号の監理技術者配置に関する事項 

□ 
建設業法第２６条第３項第２号による監理技術者の職務を補佐するもの（監理

技術者補佐）を専任で配置する。 

□ 
同一の専任特例２号の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に２

件までとする。 

□ 
専任特例２号の監理技術者が兼務できる工事は、○○土木センター○○土木事

務所管内の工事でなければならない。 

□ 
専任特例２号の監理技術者が兼務できる工事は２４時間体制での応急処理工や

緊急巡回等が必要な工事以外の工事でなければならない。 

確認した項目に■を記載すること 

 

 

 

 

 

注）１．本資料は、技術資料提出時点において専任特例２号の監理技術者の配置を予定しな

い場合は提出する必要はない。 

２ ． 競争参加資格確認時においては、本資料による確認のみとするが、要件を確認す

るための資料は、落札決定後、２日（土日、休日を除く）以内に提出すること。なお、

落札決定後の要件確認において、本資料の記載内容と齟齬があった場合は、落札決定

の取り消しや指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 
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（参考様式）                             （用紙Ａ４） 

専任特例２号の監理技術者及び監理技術者補佐の要件確認 

会社名           

１．専任特例２号の監理技術者を配置する他工事（契約済み工事及び落札決定済み工事につ

いて記載） 

工 事 名 称 ○○○○○○○工事 

発 注 機 関 名 〇〇土木センター〇〇土木事務所 

施 工 場 所 
（都道府県市町村名） 

富山県〇〇市〇〇地先 

契 約 金 額 ○○, ○○○，○○○円 

工    期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日 

工 事 内 容 
道路路線名○○○○○ 

 路体盛土工○○○㎥ 

CORINS登録の有無 有（建設業許可番号＋CORINS登録番号）000000000-0000-00000 ・ 無 

 

２．配置予定の監理技術者補佐に関する事項 

配置予定監理技術者補佐 

氏 名 

（フリガナ） 

〇〇 〇〇    【技術者ID(注2)：        】 

法令による資格・免許 一級土木施工管理技士などの資格名称（取得年月及び登録番号） 

※）証明書類の写しを添付（注3） 

 
提
出
時
に
お
け
る 

 
他
工
事
の
従
事
状
況
等 

工 事 名 ○○○○○○○工事 

発 注 機 関 〇〇土木センター〇〇土木事務所 

工   期 ○○年○○月～○○年○○月（注4） 

従 事 役 職 現場代理人・主任（監理）技術者 

工事と重複する 

場合の対応措置 

 

CORINS登録の有無 有（建設業許可番号＋CORINS登録番号(注2)）000000000-0000-00000 ・ 無 

 

注）１．落札者は、落札決定後２日（土日、休日を除く）以内に、本資料を提出すること。 

２．ＣＯＲＩＮＳの技術者ＩＤ・工事の登録番号を有する場合は、その番号を記載すること。 

３．一級土木施工管理技士等の資格を証明する写しは、合格証明書が発行されるまでの期間

については、合格通知書の写しで足りるものとする。ただし、当該資料の提出日が合格通

知書の通知日から１８０日を超える場合は、これを認めない。 

４．『本工事の監理技術者補佐の専任期間（なお、余裕期間を設定した工事においては、契

約締結日から工事の始期までの期間は、監理技術者補佐を設置することを要しない。）』

と『施工中の他の工事の専任期間』が重複していないこと。 
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国 不 建 技 第 291 号 

令 和 ６ 年 ３ 月 26 日 

 

地方整備局等建設業担当部長 殿 

都道府県主管部局長 殿 

 

 
国土交通省不動産・建設経済局 

建設業課長 
 
 

企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の 
取扱い等について 

 
 

建設工事の適正な施工の確保のため、主任技術者、監理技術者及び監理技術者

補佐（以下「監理技術者等」という。）については、それぞれが属する建設業者と直接

的かつ恒常的な雇用関係を有することが必要とされているところである。 
一方で、これまで「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者

又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について（改正）」（平

成 28 年 5 月 31 日付け国土建第１１９号、以下「旧通知」という。）により、親会社及び

その連結子会社の間の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用

関係の取扱い及びその確認方法等について定め、運用を行ってきたところである。 

今般、企業集団内における出向社員の取り扱いの更なる合理化を図るため、新た

に企業集団内の出向社員に係る取り扱いを下記１．のとおり定めたので通知する。な

お、合理化にあたって、旧通知の内容に比して親会社とその連結子会社の間の出向

社員に関して一定の要件を設定していることを踏まえ、旧通知における取り扱いにつ

いても、下記２．に定めるとおり一部改正し継続するものとする。 

本通知は令和６年４月１日より適用し、旧通知は廃止する。 

 
記 

 
１． 企業集団内の出向社員を監理技術者等として配置する場合（３ヶ月後等配置可

能型） 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱うこととする要件 
会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号に規定する親会社（以下「親会社」とい
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う。）及び会社計算規則（平成１８年法務省令第１３号）第２条第３項第２２号に規定す

る連結子会社（以下「連結子会社」という。）からなる企業集団（一の親会社である場

合に限る、以下「企業集団」という。）（注）に属する親会社とその連結子会社の間又は

企業集団に属する連結子会社の間の出向社員を出向先の建設業者が監理技術者

等として配置する場合は、当該出向社員と当該出向先の建設業者との間に直接的か

つ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱うこととする。  

ただし、国、地方公共団体及び公共法人等※1 が発注する建設工事（以下「公共工

事」という。）における元請の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申

込のあった日等※２以前に出向先と三ヶ月以上の雇用関係にあることが必要である。

また、公共工事以外の工事における元請の監理技術者等及び全ての工事における

下請の主任技術者に、企業集団に属する連結子会社の間の出向社員を出向先の建

設業者が監理技術者等として配置する場合は、所属建設業者から入札の申込のあ

った日等※２以前に出向先と三ヶ月以上の雇用関係にあることが必要である。 

※１：公益法人等：法人税法（昭和四十年法律第三十四号）別表第一に掲げる公共法人（地

方公共団体を除く。）及び、首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、東京湾

横断道路の建設に関する特別措置法（昭和六十一年法律第四十五号）第二条第一項

に規定する東京湾横断道路建設事業者、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株

式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会

社及び本州四国連絡高速道路株式会社 
※２：指名競争に付す場合であって入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随

意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日、公共工事以外の工事で入札等

を行わない場合には見積書の提出のあった日 

注：親会社が会社法第２条の会計監査人設置会社であり、会社法４４４条の連結計

算書類を作成している企業集団が対象。２．において同じ。 

（２）配置可能であることの確認

企業集団内の出向社員であり、監理技術者等として配置可能であることを次に掲

げる書類により確認できるようにしておき、注文者の求めに応じ提出等を行う必要が

ある。（様式１－１参照）また、当該書類は事後的に確認できるよう、建設業法 40 条

の３に規定する帳簿の保存期間と同期間保存しておくこととする。 
１）出向社員の出向元の会社との間の雇用関係を示す書類

２）出向であることを証する書類（出向契約書、出向協定書等）

３）一の親会社とその連結子会社からなる企業集団内の会社であることを示す

以下の書類
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① 有価証券報告書により親会社及び当該連結子会社が確認できる場合： 
有価証券報告書（親会社及び当該連結子会社が確認できる部分抜粋） 

② ①で確認ができない場合：以下すべて 
・事業報告書又は連結計算書類（親会社及び当該連結子会社が確認で

きる部分の抜粋） 
・会計監査人による監査報告書（会計監査人が明示されている部分の抜

粋） 
③ ①及び②で確認ができない場合：以下すべて 

・有価証券報告書、事業報告書又は連結計算書類（親会社及び連結子

会社数が確認できる部分の抜粋） 
・連結子会社一覧（様式１－２参照） 

④ ①～③で確認ができない場合： 
①～③の書類と同程度に客観性が確保されると判断される書類 

 

 

２． 親会社及びその連結子会社の間の出向社員を監理技術者等として配置する場

合（即時配置可能型）  
 

（１）直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱うこととする要件 
企業集団に属する親会社とその連結子会社の間の出向社員を出向先の建設業者

が監理技術者等として配置する場合は、当該出向社員と当該出向先の建設業者と

の間に直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱うこととする。ただし、当

該出向先の建設業者が当該出向社員を監理技術者等として配置する建設工事につ

いて、当該企業集団を構成する親会社若しくはその連結子会社又は当該親会社の

非連結子会社がその下請負人（当該建設工事の全部又は一部について下請契約が

締結されている場合の各下請負人をいう。以下同じ。）となる場合は、この限りでない。 

なお、次の１）から６）までの要件のいずれにも適合することについて国土交通省不

動産・建設経済局建設業課長による確認（以下「企業集団確認」という。）を受けなけ

ればならないものとする。 

 

１）一の親会社とその連結子会社からなる企業集団であること。 

２）親会社及び連結子会社が建設業者であること。 
３）２）の連結子会社がすべて１）の企業集団に含まれる者であること。 
４）親会社又はその連結子会社（その連結子会社が２以上ある場合には、それら

のすべて）のいずれか一方が経営事項審査を受けていない者であること。 
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５）親会社又はその連結子会社が、既に本通知２．（旧通知含む）による取扱いの

対象となっていないこと。 
 
（２）配置可能であることの確認 

親会社及びその連結子会社の間の出向社員であり、監理技術者等として配置可

能であることを次に掲げる書類により確認できるようにしておき、注文者の求めに応じ

提出等を行う必要がある。 
 
１）出向社員の出向元の会社との間の雇用関係を示す書類 

２）出向であることを証する書面（出向契約書、出向協定書等） 

３）企業集団確認書 

４）施工体制台帳等（出向社員を監理技術者等として置く建設工事の下請負人に

当該企業集団を構成する親会社若しくはその連結子会社又は当該親会社の

非連結子会社が含まれていないことを確認する。） 

 
（３）企業集団確認書の申請 

企業集団確認の申請手続きを行う者は、次に掲げる方法により申請するものとす

る。 
１）企業集団確認の申請は、様式２－１の例による「企業集団確認申請書（以下「申請

書」という。）」に次に掲げる書類を添付して、国土交通省不動産・建設経済局建設

業課に提出しなければならない。 
イ 次に掲げるいずれかの書類 

（イ） 親会社が有価証券報告書提出会社である場合は、申請時の親会社、連

結子会社、非連結子会社の体制（以下「会社体制」という。）における①の写

し。 

ただし、直近の①作成後に、合併等により会社体制が変更になった場合

は、直近の①及び②の写しを提出すること。その場合、当該変更後、①を新た

に作成した場合は、速やかにその写しを国土交通省不動産・建設経済局建設

業課長に提出しなければならない。 

①有価証券報告書 

②①作成時から変更となった会社体制がわかる資料（当該変更の内容を

示す公表資料、登記簿謄本、有価証券報告書の監査人の確認を受けた

書類等） 

（ロ）親会社が有価証券報告書提出会社以外である場合は、申請時の会社体

制における①及び②の写し。 
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ただし、直近の①作成後に、合併等により会社体制が変更になった場合

は、直近の①、②及び③の写しを提出すること。その場合、当該変更後、①

及び②を新たに作成した場合は、速やかにその写しを国土交通省不動産・

建設経済局建設業課長に提出しなければならない。 

①会計監査人の監査を受けた、会社法第４３５条第２項に規定する事業報

告 

②会計監査人の監査を受けた、会社法第４４４条第１項に規定する連結計

算書類等で事業報告時点のもの 

③①作成時から変更となった会社体制がわかる資料（当該変更の内容を

示す公表資料、登記簿謄本、会計監査人の確認を受けた書類等） 
ロ 親会社及びその連結子会社の建設業の許可の通知書の写し 

２）１）の申請は、当該企業集団の親会社が行うものとする。 

３）１）の申請書の記載内容は、申請者以外の当該企業集団に属するすべての会社

が承認したものでなければならない。 
４）企業集団確認の手続きは、国土交通省不動産・建設経済局建設業課において行

う。 
５）国土交通省不動産・建設経済局建設業課長は、当該申請者に対して、様式２－２

の例による企業集団確認書を交付する。 

６）当該企業集団確認書の有効期間は交付の日から３年とする。なお、旧通知に基づ

き交付されている確認書のうち、有効期限が令和６年４月１日以降となっているも

のについては、交付済みの確認書に記載の有効期限に２年を加えた日までを有効

期限とする。 

７）当該企業集団確認書の有効期間内に記載内容の変更がある場合は、親会社は

国土交通省不動産・建設経済局建設業課に速やかに変更内容を報告することとす

る。なお、変更後の内容では企業集団確認の要件を満たしていない場合は、変更

があった時点で当該企業集団確認書は無効とする。 

 

３．その他 

（１）企業集団確認書を取得している企業集団であっても、１．を適用することは可能

である。 
（２）本通知にかかる書類は、電磁的方法によって作成・保存することができるものと

する。 

以  上 
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（様式１－１） 

令和○年○月○日 
 

出向社員に関する証明について 
 
 所 在 

 商 号 

 代表者 

担当者氏名： 

連絡先：xxx-xxxx-xxxx 
 
 主任技術者、監理技術者または監理技術者補佐に配置を予定している出向社員につい

て、令和６年３月２６日付け国不建技第 291 号１．（２）（３ヶ月後等配置可能型の要件）に適合

していることを下記の証明書類にて証明いたします。 
 

記 
 
配置予定技術者名 ○○○○ 
 
（１）出向社員の出向元の会社との間の雇用関係の確認 
 

確認書類 

□健康保険被保険者証     □その他（○○） 

 
（２）出向であることの確認 
 
出向先で３ヵ月間以上雇用※１ 出向開始日 確認書類 

□３ヵ月以上  令和○年○月○日 □出向契約書 □その他（○○） 

※１ 「公共工事の元請の場合の親子間」及び「連結子会社間」の出向は、入札日から３ヵ月以上出向先に雇用されてい 

ることを確認 

 

（３）出向元および出向先の会社が一の親会社とその連結子会社からなる企業集団に属して

いることの確認 
 

① 親会社 

商号／所在 出向元／先 確認書類※2 

商号：○○○○ 

所在：○○○○ 

□出向元  

□出向先 

□有価証券報告書  □事業報告書 

□連結計算書類    □その他(○○） 

※２ 親会社が記載されている頁を抜粋 
 

② 連結子会社（出向社員に関係する会社のみ記載） 

商号／所在 出向元／先 確認書類※３ 

商号：○○○○ 

所在：○○○○ 

□出向元  

□出向先 

□有価証券報告書   

□事業報告書（監査報告書を併せて添付）※４、※５ 

□連結計算書類（監査報告書を併せて添付）※４   

□その他（連結子会社一覧※6 ） 

商号：○○○○ 

所在：○○○○ 

□出向元  

□出向先 

□有価証券報告書   

□事業報告書（監査報告書を併せて添付）※４、※５ 

□連結計算書類（監査報告書を併せて添付）※４   

□その他(連結子会社一覧※6） 
※３ 当該連結子会社が確認できる頁を抜粋（有価証券報告書：「関係会社の状況」欄等、事業報告書：「重要な子会社及び関

連会社の状況」欄等、連結計算書類：連結注記表等） 

※４ 事業報告書又は連結計算書類の場合は、会計監査人の監査報告書（監査人が分かる頁）を併せて添付 

※５ 当該連結子会社が親会社の連結であることが確認出来る場合は連結子会社の事業報告書でも可 

※６ 有価証券報告書等で当該連結子会社が省略されている場合は、連結子会社一覧にて証明（様式１－２参照）も可 

 ※内容が網羅されていれば様式は本様式以外であっても可 
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（様式１－２） 

令和○年○月○日 

連結子会社一覧 

所 在 

商 号 

代表者 

 「出向社員に関する証明について」にかかる確認書類（有価証券報告書、事業報告

書、連結計算書類等）において、出向元または出向先の会社が省略されているため、

連結子会社一覧を下記のとおり証明いたします。 

記 

No. 会社名 所在 

１ 国交建設 東京都千代田区霞が関２－１－３ 

（会計監査人氏名及び連絡先） 

会計監査人氏名：○○○○ 

連絡先：○○○○ 

※確認書類（有価証券報告書、事業報告書、連結計算書類

等）において連結子会社が一部省略されており、出向元ま

たは出向先の会社が記載されていない場合のみ作成。

※内容が網羅されていれば様式は本様式以外であっても可
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（様式 ２－１） 

令和○○年○○月○○日 

 

企業集団確認申請書 

 

国土交通省不動産・建設経済局 

建設業課長 殿 

 

 所 在 

 商 号 

 代表者   

担当者 

連絡先 xxx-xxxx-xxxx 

 

 

 下記の企業集団について、令和６年３月 26 日付け国不建技第 291 号２．の要件に

適合していることについての確認を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

（１）企業集団を構成する会社 

 ①親会社 

商  号 所  在 許可番号 経営事項審査 

Ａ 社  00-00000 受 

 

 ②連結子会社のうち、建設業許可を取得している全ての会社 

商  号 所  在 許可番号 経営事項審査 

Ｂ 社  00-00000 未受 

Ｃ 社  00-00000 未受 

 

（２）非連結子会社のうち建設業許可を取得している全ての会社 

商  号 所  在 許可番号 経営事項審査 

D 社  00-00000 受 

E 社  00-00000 未受 

 

 

 以上の申請内容を承認します。 

  令和○○年○○月○○日 所 在 

 商 号 

 代表者   

担当者 

連絡先 xxx-xxxx-xxxx 

 

 

 所 在 

 商 号 

 代表者   

担当者 

連絡先 xxx-xxxx-xxxx 

 

※（１）の企業集団に属する各社の承認が必要 
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（様式２－２） 

令和○○年○○月○○日 

 

企業集団確認書 

 

商 号 

代表者 

 

 

 国土交通省不動産・建設経済局 

 建設業課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 下記の企業集団について、令和６年３月 26 日付け国不建技第 291 号２．の要件に

適合することの確認をしたので確認書を交付する。この確認書は、令和○○年○○

月○○日まで有効とする。なお、記載内容の変更がある場合は、速やかに報告する

こととし、当該要件に該当しない変更があった場合は無効とする。 

 

 

記 

 

 

（１）企業集団を構成する会社 

 ①親会社 

商  号 所  在 許可番号 経営事項審査 

Ａ 社  00-00000 受 

 

 ②連結子会社 

商  号 所  在 許可番号 経営事項審査 

Ｂ 社  00-00000 未受 

Ｃ 社  00-00000 未受 

 

（２）非連結子会社 

商  号 所  在 許可番号 経営事項審査 

D 社  00-00000 受 

E 社  00-00000 未受 

 

※（１）の会社において、在籍出向したものを工事の監理技術者等として配置した場

合は、（１）及び（２）に記載された企業と下請契約を締結することは出来ない。 

                                  以 上 
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（令和５年１月１日一部改正）

（令和５年１月１日施行）
※①4,000万円 → 4,500万円、※② 6,000万円　→　7 ,000万円
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管  第 2 3 7 号 

建 技 第 4 5 2 号 

令 和 ７ 年 １ 月 2 3 日 

部内各所属長 殿 

土 木 部 長 

監理技術者等の専任義務に係る合理化及び営業所技術者等の職務の特例について 

「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する

法律の一部の施行について（通知）（令和6年12月13日付け 国不建第148号）」の施行に伴

い、監理技術者等の専任義務に係る合理化及び営業所技術者等の職務の特例について本県

での運用を下記のとおりとしたので通知いたします。 

記 

１ 運用の内容（改正内容） 

・工事現場に専任しなければならない主任技術者又は監理技術者（以下「監理技術

者等」という。）について、情報通信技術を利用する等の一定の要件を満たす場合、

２現場まで監理技術者等の兼務を可能とする。（建設業法第２６条第３項第１号）

・営業所に専任しなければならない営業所技術者又は特定営業所技術者（以下「営業

所技術者等」という。）について、情報通信技術を利用する等の一定の要件を満たす

場合、１現場まで監理技術者等の職務を兼ねることができる。（建設業法第２６条の

５）

制度の概要は別添「【建設業法】現場技術者の専任合理化」を参照し、運用の詳細や

留意事項は、「監理技術者制度運用マニュアル」によるものとする。 
【監理技術者制度マニュアル URL】 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html 

注１「建設工事の現場代理人の常駐及び技術者の専任に係る取扱いについて（平成30年3 

  月15日付け建技第462号）」の運用については従前とおり取り扱うものとする。 

注２ 建設業法施行令の一部改正（令和７年２月１日施行）により、専任の監理技術者 

 等を要する請負代金額の下限は「4,000万円（建築一式の場合8,000万円）」から 

「4,500万円（建築一式の場合9,000万円）」に変更。 
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２ 兼務要件の確認について 

次の１）又は２）の場合において技術者を兼務する場合は、現場代理人等届と併せて

「人員の配置を示す計画書」を発注者に提出し、兼務要件の確認を受けなければなら

ない。 

１） 建設業法第26条第３項第１号の規定により専任を要する監理技術者等が他工事の

監理技術者等と兼務する場合 

２） 建設業法第26条の５の規定により営業所技術者等が監理技術者等の職務と兼務す

る場合 

 

 

３ 適用開始日 

令和７年２月１日以降に入札の公告を行う工事から適用する。 

 

 

（事務担当） 

管理課    入札・契約係 

建設技術企画課 技術指導係 

 建設業係 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

12 24 HP
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8000

1 2
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( )

4 26 3
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（参考様式）

年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月～ 年 月

年 月～ 年 月

年 月

年 月～ 年 月

年 月～ 年 月

年 月
※1：建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）

※2：省令（17条の2第1項第5号又は省令17条の5第1項第5号）の該当する号等、他同じ 以上

※法別表第1上段のどれか
※1億円未満（建築一式工事の場合
は２億円未満）である必要
※１日で巡回可能かつ概ね２時間以内
である必要

※３次以内である必要

※17条の5の場合のみ記載
※上記所属営業所と同じであ
る必要

氏名

氏名

所属会社

所在地（ニ(1)）

※17条の5の場合のみ記載

※法別表第1上段のどれか
※1億円未満（建築一式工事の場合
は２億円未満）である必要
※１日で巡回可能かつ概ね２時間以内
である必要

合計

実務の経験

※土木一式工事又は
建築一式工事の場合
に記載
※実務の経験は１年
以上である必要

移動時間（ニ(4)）

下請次数（ニ(5)）

情報通信機器（ニ(8)）

連絡員（ニ(6)）

所属営業所名（ロ）

省令
※1

17条の2又は17条の5に基づく人員の配置を示す計画書

工事名称（ニ(1)）

工事現場所在地（ニ(1)）

建設工事２

建設工事の内容（ニ(2)）

請負代金の額（ニ(3)）

移動時間（ニ(4)）

工事現場の施工体制の
確認方法（ニ(7)）

情報通信機器（ニ(8)）

連絡員（ニ(6)）

所属会社

実務の経験

※土木一式工事又は
建築一式工事の場合
に記載
※実務の経験は１年
以上である必要

工事名称 期間

合計

※３次以内である必要下請次数（ニ(5)）

工事名称（ニ(1)）

氏名（ロ）

一日平均の
法定外労働時間（ハ）

見込み時間 実績時間

対象期間 令和

建設業者 名称（イ※2）

所在地（イ）

主任技術者
又は監理技
術者（営業所技

術者又は特定営業
所技術者）

～ 令和

請負代金の額（ニ(3)）

建設工事１

工事現場の施工体制の
確認方法（ニ(7)）

期間工事名称

名称

所在地
契約締結営業所
（ニ(1)）

建設工事の内容（ニ(2)）
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様式第46号の1の①
令和　　年　　月　　日

富山県知事　新田　八朗　殿

受注者　住所　 □□市□□□町□□□

氏名　 株式会社□□建設

代表取締役社長　□□□□

令和2年11月9日 付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を定めたので、
届け出ます。

１　工事名

２　工事場所 地内

３　請負代金額

現場代理人等
の名称

資格の番号

現場代理人

主任技術者又は

監理技術者※２

専門技術者

備考※４

※２　主任技術者又は監理技術者は、いずれか１名を記載するものとする。

※４　低入札に伴って増員した技術者は、備考欄に「名称」「氏名」「資格」等を記載するものとする。

その他）　建設業法第26条第３項第１号の規定により専任を要する主任技術者又は監理技術
者が他工事の主任技術者又は監理技術者と兼務する場合、もしくは、建設業法第26条の５の規定
により営業所技術者又は特定営業所技術者が主任技術者又は監理技術者の職務を兼務する場合
は人員の配置を示す計画書を添付してください。

現場代理人等届

記

11,000,000 円

氏名

一般県道○○線県単独道路改良工事

新川　○男

法令による技術者資格の名称※
１

○○市○○町○○○

※３　建設業法第26条第３項第２号の規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載す
るものとする。

※１　「法令による技術者資格の名称」欄には、建設業法による土木施工管理技士、建設機械施
工技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、建築施工管理技士、技術士法による建
設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(林業土木)、建築士法による建築士、電気工事士法
による電気工事士、電気事業法による電気主任技術者、職業能力開発促進法による技能士、
消防法による消防設備士の資格を有している者について記載し、現場代理人等の社員証及
び資格者証の写しを添付してください。

砺波　○男

監理技術者補佐
※３

※土木工事様式は、令和7年4月改定予定
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様式第46号の1の②
令和　　年　　月　　日

富山県知事　新田　八朗　殿

受注者　住所　 □□市□□□町□□□

氏名　 株式会社□□建設

代表取締役社長　□□□□

令和2年11月9日 付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を定めたので、
届け出ます。

１　工事名

２　工事場所 地内

３　請負代金額

現場代理人等
の名称

会社名 法令による技術者資格
の名称※１

資格番号

現場代理人

主任技術者又は

監理技術者※２

専門技術者

主任技術者又は

監理技術者※２

専門技術者

備考※４

※２　主任技術者又は監理技術者は、いずれか１名を記載するものとする。

※４　低入札に伴って増員した技術者は、備考欄に「名称」「氏名」「資格」等を記載するものとする。

氏名

新川　○男

砺波　○男

○○市○○町○○○

現場代理人等届

記

一般県道○○線県単独道路改良工事

11,000,000 円

その他）　建設業法第26条第３項第１号の規定により専任を要する主任技術者又は監理技術
者が他工事の主任技術者又は監理技術者と兼務する場合、もしくは、建設業法第26条の５の規定
により営業所技術者又は特定営業所技術者が主任技術者又は監理技術者の職務を兼務する場合
は人員の配置を示す計画書を添付してください。

監理技術者補佐
※３

監理技術者補佐
※３

※３　建設業法第26条第３項第２号の規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載するものと
する。

※１　「法令による技術者資格の名称」欄には、建設業法による土木施工管理技士、建設機械施
工技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、建築施工管理技士、技術士法による建
設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(林業土木)、建築士法による建築士、電気工事士法
による電気工事士、電気事業法による電気主任技術者、職業能力開発促進法による技能士、
消防法による消防設備士の資格を有している者について記載し、現場代理人等の社員証及
び資格者証の写しを添付してください。

※土木工事様式は、令和7年4月改定予定
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様式第46号の2の①
令和　　年　　月　　日

富山県知事　新田　八朗　殿

受注者　住所　 □□市□□□町□□□

氏名　 株式会社□□建設

代表取締役社長　□□□□

令和2年11月9日 付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を定めたので、
届け出ます。

１　工事名

２　工事場所 地内

３　請負代金額

現場代理人等
の名称

区分 氏名 資格の番号

現場代理人 変更前 新川　○男

変更後 立山　○男

主任技術者又は 変更前 砺波　○男

監理技術者※２ 変更後 氷見　○男

変更前

変更後

専門技術者 変更前

変更後

変更理由

備考※４

※２　主任技術者又は監理技術者は、いずれか１名を記載するものとする。

その他）　建設業法第26条第３項第１号の規定により専任を要する主任技術者又は監理技術
者が他工事の主任技術者又は監理技術者と兼務する場合、もしくは、建設業法第26条の５の規定
により営業所技術者又は特定営業所技術者が主任技術者又は監理技術者の職務を兼務する場
合は人員の配置を示す計画書を添付してください。

※１　「法令による技術者資格の名称」欄には、建設業法による土木施工管理技士、建設機械施
工技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、建築施工管理技士、技術士法による建
設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(林業土木)、建築士法による建築士、電気工事士法
による電気工事士、電気事業法による電気主任技術者、職業能力開発促進法による技能士、
消防法による消防設備士の資格を有している者について記載し、変更した現場代理人等の
社員証及び資格者証の写しを添付してください。

※４　低入札に伴って増員した技術者は、備考欄に「名称」｢区分」「氏名」「資格」「変更理由」等
を記載するものとする。

※３　建設業法第26条第３項第２号の規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載
するものとする。

現場代理人等変更届

記

一般県道○○線県単独道路改良工事

11,000,000 円

○○市○○町○○○

法令による技術者資格の名称
※1

監理技術者補佐
※３

※土木工事様式は、令和7年4月改定予定

1-1-123



様式第46号の2の②

令和　　年　　月　　日
富山県知事　新田　八朗　殿

受注者　住所　 □□市□□□町□□□

氏名　 株式会社□□建設

代表取締役社長　□□□□

令和2年11月9日 付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を定めたので、
届け出ます。

１　工事名

２　工事場所 地内

３　請負代金額

現場代理人等
の名称

区分 氏名 会社名
法令による技術者資格
の名称※１

資格番号

現場代理人 変更前 新川　○男
変更後 立山　○男

主任技術者又は 変更前 砺波　○男
監理技術者※２ 変更後 氷見　○男

変更前
変更後

専門技術者 変更前
変更後

主任技術者又は 変更前
監理技術者※２ 変更後

変更前
変更後

専門技術者 変更前
変更後

その他） 建設業法第26条第３項第１号の規定により主任技術者又は監理技術者が兼務する場合、もしく より営業所技術者又は特定営業所技術者が兼務する場合は人員の配置を示す計画書を添付すること。

備考※４

※２　主任技術者又は監理技術者は、いずれか１名を記載するものとする。

その他）　建設業法第26条第３項第１号の規定により専任を要する主任技術者又は監理技術
者が他工事の主任技術者又は監理技術者と兼務する場合、もしくは、建設業法第26条の５の規定に
より営業所技術者又は特定営業所技術者が主任技術者又は監理技術者の職務を兼務する場合は人
員の配置を示す計画書を添付してください。

※４　低入札に伴って増員した技術者は、備考欄に「名称」｢区分」「氏名」「資格」「変更理由」等
を記載するものとする。

※１　「法令による技術者資格の名称」欄には、建設業法による土木施工管理技士、建設機械施
工技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、建築施工管理技士、技術士法による建
設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(林業土木)、建築士法による建築士、電気工事士法
による電気工事士、電気事業法による電気主任技術者、職業能力開発促進法による技能士、
消防法による消防設備士の資格を有している者について記載し、変更した現場代理人等の
社員証及び資格者証の写しを添付してください。

監理技術者補佐
※３

監理技術者補佐
※３

※３　建設業法第26条第３項第２号の規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載するものとす
る。

現場代理人等変更届

記

11,000,000 円

一般県道○○線県単独道路改良工事

○○市○○町○○○

ＪＶ用

※土木工事様式は、令和7年4月改定予定
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